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第１章 本仕様書について  
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１．背景 
 

地方自治体におけるデジタル・ガバメントを実現するためには、デジタル手続法に基づく

取組について地方自治体への展開を促し、自治体行政の様々な分野で、団体間比較を行いな

がら、地方自治体及び関係府省庁が連携して、ＩＣＴやＡＩ等の活用、業務プロセスやシス

テムの標準化等による業務効率化を進めることが重要となる。 

更に「新経済・財政再生計画改革工程表」においては、就学に係る業務支援システムは、

「地方自治体業務プロセス・システム標準化等に関する関係府省会議」の方針等を踏まえ、

速やかに自治体における業務プロセスやシステム整備の実態を把握し、標準化・共有化に向

けた検討体制を構築し、その後、住民記録システムの成果を反映し、標準仕様書を作成する

等、標準的なクラウドシステムへの移行に向けた技術的作業を進めることが示されている。 

地方自治体システムは、これまで各自治体で独自に発展させてきた結果、システムの発

注・維持管理等を各自治体が個別に対応せざるを得なかったが、今後はクラウド導入等を通

じたシステム標準化・共有化や業務プロセスの見直しにより、職員の業務負担軽減やシステ

ム構築・維持費等の削減を考えなければならない。 

そのような背景を踏まえ、地方自治体における学齢簿編製・管理業務を行う就学事務シス

テム（以下「就学事務システム（学齢簿編製等）」という。）や業務プロセスの調査等を行い、

自治体における就学事務システム（学齢簿編製等）のカスタマイズを抑制しつつ、システム

の共同化や自治体クラウドの推進に資する標準仕様書を作成することとする。 

就学事務システム（学齢簿編製等）標準仕様書（以下「本仕様書」という。）は、5 回の有

識者検討会及び市町村・ベンダへのヒアリング・意見照会を経て、策定されたものである。 
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２．目的 

（１）目指す姿 
 

本仕様書が目指す姿は、 

 

「自治体の情報システムは、これまで各自治体が独自に構築・発展させてきた結果、シ

ステムの発注・維持管理等を各自治体が個別に対応せざるを得ず、人的・財政的負担

が生じている。就学事務システム（学齢簿編成等）の標準化で目指す姿は、クラウド

上でシステムのアプリケーションサービスを提供し、各自治体は原則としてカスタマ

イズせずに利用することで、システム構築・維持費等を削減し、職員の業務負担を軽

減して業務が行える姿」 

 

とする。各主体にとってのシステム標準化のメリットは以下に示すとおりであり、標準

仕様書を作成することで、システムの共同化や自治体クラウドの推進に資することを目

的とする。 

 

(ア)保護者等のサービス利用者 

自治体に対して異なる手続で実施していた申請等が統一的に実施可能となり、手続の

簡素化や合理化が実現する。 

 

(イ)自治体 

限られた人材や専門的な知識・ノウハウを共有することで、自治体のシステム調達等

の業務及び調整に係るコストが減少し、本来自治体職員が行うべき業務に人材を充当で

きるようになる。また、財政面においては、カスタマイズの抑制、システムの共同化に

よる割り勘効果を生むことで、導入・維持管理の費用を削減する。 

 

(ウ)ベンダ 

個別のカスタマイズ要望が減ることにより、個別自治体との調整やカスタマイズのた

めのプログラミングの負担が減少し、人口減少下で稀少化するシステムエンジニアの人

員を AI・RPA 等の攻めの分野に投入し、創意工夫により競争することが可能となる。  
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（２）本仕様書の目的 
 

我が国の自治体が中長期的な人口構造の変化に直面する中にあっても、住民サービスの

維持・向上を続けるためには、共同クラウド化・広域クラウド化等を通じた自治体の職員負

担の削減、ベンダの負担の削減やベンダ間での円滑なシステム更改等を通じた自治体の財

政負担の削減を進める必要がある。また、デジタル社会において実現・普及する技術を取り

入れることで、自治体は、デジタル社会に対応した住民サービスを提供することが求められ

る。 

それを実現する手段として、システムの標準化を進めることとし、その基礎となる標準仕

様書の作成を通じて、以下の３つの目的を実現する。 

 

（目的１） カスタマイズを原則不要にする 

今あるカスタマイズの中で、普遍的に有用性が認められるものは標準的に実装すべき

機能として標準仕様書に盛り込み、そうでないものは実装しない機能とすることで、「人

口規模が大きな自治体でも、標準準拠パッケージであればカスタマイズなしで支障なく

業務が行える」ようにして、カスタマイズを原則不要にする。 

 

（目的２） ベンダ間での円滑なシステム更改を可能にする 

ベンダ間共通の標準装備すべき機能やデータの標準等を定めることで、ベンダ移行時

の円滑なシステム更改を可能にする。 

 

（目的３） 自治体行政のデジタル化に向けた基盤整備を行う 

デジタル社会に必要な機能のうち現段階で普遍的に有用性が認められるものを搭載す

ることで、自治体行政のデジタル化に向けた基盤整備を行う。 
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具体的には、目的１（カスタマイズを原則不要にする）に関して、現時点で実装されてい

るカスタマイズのうち、標準的に実装すべき機能と実装しない機能の仕分けを行うことに

より、 

 

・カスタマイズについての自治体内、自治体間、自治体・ベンダ間の調整コストの削減、導

入・維持管理や制度改正時の負担（重複投資）の削減 

・自治体間の調整コストの削減による、自治体間のシステム共同化の円滑化 

・カスタマイズについてのシステムエンジニアのプログラミングの負担の削減 

 

を、目的２（ベンダ間での円滑なシステム更改を可能にする）に関して、異なるベンダ間に

おいて、データの標準や、標準装備すべき機能を定めることにより、 

 

・ 現在、ベンダが異なる自治体間も含めた共同クラウド化・広域クラウド化 

・ ベンダロックインの防止による健全な競争の促進 

 

を、目的３（自治体行政のデジタル化に向けた基盤整備を行う）に関して、デジタル社会に

必要な機能を搭載することにより、 

 

・ 住民の利便性向上 

・ 自治体のデータ入力の負担の削減 

 

を目指している。 
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３．対象 

（１）対象自治体 
 

本仕様書の対象自治体は、全ての市町村とする。 

なお、本仕様書における「市町村」の区とは、特別区のことであるが、法令で指定都市の

区及び総合区が市と、区長及び総合区長が市長とみなされる場合は、法令と同様の扱いとす

る。ただし、本文中の各項目に記載のとおり、指定都市のみ異なる要件としているものもあ

る。 

 

（２）対象分野 
 

本仕様書が規定する対象分野は、地域情報プラットフォーム標準仕様 V3.6 における就学

ユニットの「20.1 学齢簿管理」「20.2 発行」を対象とする。 

 

これは概ね学齢簿編製制度上の事務として、学校教育法施行規則第 30 条に則るものとす

る。加えて、出入国管理及び難民認定法改正に基づく外国籍の項目、特別支援学校の副籍の

管理など、学校教育法施行規則第 30 条に含まれない事項も、本仕様書において実装すべき

機能として位置付けているものもある。 

本仕様書では、標準仕様書の作成の目的として、「今あるカスタマイズの中で、普遍的に

有用性が認められるものは標準機能として標準仕様書に盛り込み、そうでないものは盛り

込まないことで、『標準準拠パッケージであればカスタマイズなしで支障なく業務が行える』

ようにして、カスタマイズを原則不要にする」ことを挙げている。そのため、各自治体にお

ける就学事務システム（学齢簿編成等）の実態を踏まえ、制度上の事務以外の機能であった

としても、就学事務システム（学齢簿編成等）の中で一体的に処理されることについて普遍

的に有用性が認められるものであれば、実装すべき機能として盛り込むこととした。また逆

に、他機能で代替できるものや、デジタル社会を見据えた場合に紙で業務を行うことを前提

としたもの等については、実装しない機能として整理した。 

 

（３）対象項目 
 

本仕様書では、以下の項目について規定する。 

・機能要件（第３章） 

・様式・帳票要件（第４章） 

・データ要件（第５章）（※） 
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・連携要件（第 6 章）（※） 

・非機能要件（第 7 章）（※） 

 

※データ要件、連携要件及び非機能要件については、地方自治体の業務システム間や他の

行政機関等との横断的なものであることから、内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室

（デジタル庁設置後はデジタル庁）が、制度を所管する各府省及び関係団体の協力を得

て詳細化する。 

 

以下の項目については原則として規定しない。ただし、カスタマイズの発生源になってい

る場合等についてはこの限りでない。 

・画面要件 

・ヘルプやガイドの具体的内容等、業務遂行に必須ではなく専ら操作性に関する機能 

 

このうち、機能要件、様式・帳票要件及び連携要件は、カスタマイズの発生源になってい

る部分であるため、「２（２）本仕様書の目的」に示した目的１（カスタマイズを原則不要

にする）から本仕様書の対象とすることとした。また、機能要件、データ要件及び連携要件

は、ベンダ間での円滑なシステム更改を阻害している部分であるため、目的２（ベンダ間で

の円滑なシステム更改を可能にする）から本仕様書の対象とすることとした。さらに、目的

３（自治体行政のデジタル化に向けた基盤整備を行う）から、デジタル社会に必要な機能に

ついては、これらの要件の中に反映した。 

 

なお、様式・帳票要件では、就学事務システム（学齢簿編成等）を標準化するという観点

から、多くの自治体において就学事務システム（学齢簿編成等）から出力する様式・帳票

（例：通知書）について規定することとし、多くの自治体において就学事務システム（学齢

簿編成等）から出力するとは限らない様式・帳票については規定しないこととした。 

 

 

デジタル社会を見据えた対応 

 

本仕様書は、これからのデジタル社会においてあるべき姿（電子化・ペーパーレス化）を

視野に標準を設定するとしつつも、これからのデジタル社会においてあるべき姿にそのま

ま即したものには必ずしもなっていない。例えば、本仕様書において、様々な紙の証明書に

ついて規定しているが、バックヤードのデータ連携が進めば、今後、必要性が低下していく

ものと考えられる。また、データ構造や文字についても、直ちにあるべき姿に移行するとせ

ずに、経過措置を設けている。 

また、これからのデジタル社会を見据えれば、実務やシステムの前提となる制度自体を見

直すべきという考え方もあり得る。しかし、そうした制度自体の検討については、一朝一夕

にできるものではなく、今回、制度自体の見直しも含めて検討するとすれば、標準化の実現

が更に先に延びることになる。また、標準仕様書は、その性質上、多くの自治体に採用され
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て初めて本来の意味での標準となるものであることから、あまりにも現在の実務から乖離

した仕様書となれば、多くの自治体にとって採用することが困難となり、実効性が失われる。 

そこで、本仕様書としては、電子化・ペーパーレス化も含め、これからのデジタル社会に

おいてあるべき姿を視野に入れつつ、現行制度の下で、多くの自治体が支障なく対応できる

ものについて、できる限り盛り込むこととした。 

他方、デジタル社会を見据え、様々な社会環境の変化に対応するためには、本仕様書の作

成後、実務やシステムの前提となる制度を随時見直していくことが重要であり、制度の見直

しとともに本仕様書を改定していくことが求められる。 
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４．本仕様書の内容 

（１）本仕様書の構成 
 

第１章では、本仕様書の背景、目的、対象及び内容について記載している。 

第２章では、第３章で規定する機能要件が業務上どのように位置づけられ、有効に機能す

るのかについて自治体及び事業者の共通理解を促すため、それらに対応したモデル的な業

務フローを示している。ここで示した業務フローは、実際の各自治体における業務フローを

拘束するものではないが、現在の業務フローでは、本仕様書における機能要件どおりの機能

で業務を行うことが難しいと考える自治体は、現在の業務フローを本仕様書に示す業務フ

ローに寄せることで、本仕様書における機能要件どおりの機能で業務を行うことが期待さ

れる。 

また、第２章ではツリー図についても併せて示している。ツリー図は、第３章で規定する

機能要件の構成が、必要な機能を網羅しているかを俯瞰的に把握するために示す。機能要件

の 1 節を 1 枚のツリー図で記載することで視認性を向上させるとともに、APPLIC の業務

アプリケーションユニット仕様など、他の仕様との比較も容易になる。DFD については、

第３章で規定する機能要件がどのようなデータを入出力するか、どういった外部組織及び

システムと関連を有するかを視覚的に把握するために示している。このため、DFD に記載

する範囲は機能要件の構成と一致させ、機能要件の 1 節を 1 枚の DFD で記載しており、業

務上は一つの事務手続の中で連続して実行される機能でも、DFD 上では分離されている場

合がある。 

第３章、第４章、第５章、第６章及び第７章では、それぞれ、就学事務システム（学齢簿

編製等）が備えるべき機能要件、様式・帳票要件、データ要件、連携要件及び非機能要件に

ついて記載している。「（２）標準準拠の基準」にあるように、これらの章が、パッケージシ

ステムが本仕様書に準拠するための判断基準となるものであり、言わば本仕様書の本体部

分である。 

第８章では、本仕様書において用いている用語について、解釈の紛れがないよう、定義し

ている。 
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（２）標準準拠の基準 
 

本仕様書の対象は地域情報プラットフォーム標準仕様 V3.6 における就学ユニットの

「20.1 学齢簿管理」「20.2 発行」を対象とする。また学齢簿編製制度上の事務として、学校

教育法施行規則第 30 条に則るものとする。加えて、出入国管理及び難民認定法改正に基づ

く外国籍の項目、特別支援学校の副籍の管理など、学校教育法施行規則第 30 条に含まれな

い事項も、本仕様書において実装すべき機能として位置付けているものもある。この対象範

囲において定義すべき機能について、【実装すべき機能】【実装しない機能】【実装してもし

なくても良い機能】の３類型に分類した。可能な限り３類型のいずれに該当するか分類をし

た上で、定義すべき機能の範囲内で分類されていない機能は、カスタマイズ抑制、ベンダ間

移行の円滑化の観点から、実装しない機能と同様のものとして位置付ける。 

パッケージシステムが本仕様書に準拠するためには、第３章、第４章及び第５章に規定す

る【実装すべき機能】をいずれも実装し、【実装しない機能】及び分類されていない機能を

いずれも実装しないことが必要である。ただし、分類されていない機能のうち、自治体やベ

ンダの創意工夫により新たな機能をシステムに試行的に実装させて機能改善の提案を行う

場合は、当該試行についてあらかじめ公表し、当該試行を本仕様書に盛り込む提案となるこ

とを条件にして実装することを可能とする。【実装してもしなくても良い機能】は、実装し

ても、実装しなくても、実装した上で自治体が利用を選択できることとしても、いずれも差

し支えない。 

また、本仕様書に準拠しているかどうかは、「３（１）対象自治体」で示した指定都

市、中核市等及び一般市町村の類型ごとに判断される。特に明記しない限り、３類型全て

に当てはまる要件として記載しており、必要に応じて、「指定都市においては、～～」、

「（一般市町村においては、実装してもしなくても良い。）」のように記載している。 

なお、実装すべき機能には、法令上必ず使用しなければならない機能と必ずしも使用し

なくてもよい機能があり、各機能を使用するか否かは個別に選択することが可能である。 

 

（３）想定する利用方法 
 

本仕様書については、 

・各ベンダが、政府の情報システムについて、共通的な基盤・機能を提供する複数のクラウ

ドサービス（IaaS、PaaS、SaaS）の利用環境（「（仮称）Gov-Cloud」）上において、本仕

様書に準拠しているシステムを提供し、 

・各自治体は、本仕様書に準拠しているパッケージシステムをカスタマイズすることなく利

用する 

ことが推奨される。 
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自治体においては、人口減少による労働力の供給制約の中、システムについて十分な知見

がなくても、負担なくシステムを利用できる必要があり、自治体としては、改めて本仕様書

に示した個別の要件を一々提示して RFI (request for information)や RFP (request for 

proposal)、更には Fit & Gap 分析を行って調達するのでなく、単に、本仕様書に準拠してい

るパッケージシステムであることを要件に付するだけで、カスタマイズをすることなく利

用できることを想定している。自治体クラウドを検討する際にも、自治体内・自治体間で一

から検討することなく、本仕様書に準拠しているパッケージシステムを共同利用すること

を前提に検討することが可能となることを想定している。 

また、本仕様書は、文部科学省のほか、指定都市を含む 6 市町村、また、100 以上の自治

体に対して就学事務システム（学齢簿編製等）の納入実績がある 10 ベンダを含む関係者の

関与の下、人口規模に応じて、本仕様書における機能さえあればカスタマイズなしで支障な

く業務が行えるように、実装すべき機能と実装しない機能をその理由とともに整理したも

のである。そのため、自治体内での検討や自治体・ベンダ間の協議の際に、仮に本仕様書に

おける機能と異なる機能が必要ではないかという議論があった場合、限られた人員、財源の

中で、果たして当該自治体だけ特別に必要な機能なのか、本仕様書が想定する業務フローを

参照することで効率的な運用となるよう見直しが必要ではないか、という観点から、本仕様

書に記載した内容から必要／不要の整理を判断するための参照資料となることも想定して

いる。 

 

（４）本仕様書の改定 
 

本仕様書については、制度改正時のほか、自治体やベンダからの創意工夫によるシステム

の機能改善等の提案がある場合や、新たな技術が開発されるなどデジタル化の進展等がみ

られる場合にも、関係者の関与の下で改定することを想定している。とりわけ、制度改正に

より本仕様書を改正する必要がある場合は、制度の施行時期を勘案して改定する。改定後の

本仕様書に基づいて、ベンダがクラウド上で一括してシステムを改修することにより、制度

改正等のたびごとに個々の自治体が個別にベンダと協議して改修を行う必要がなくなると

想定される。 

 

各自治体の調達仕様書の範囲との関係 

 

本仕様書を用いることにより、学齢簿編製事務を運用することは可能であり、本仕様書の

対象範囲については本仕様書に記載された内容で調達する必要がある。 

しかしながら、各自治体においては、本仕様書の対象範囲外の機能や地域情報プラットフ

ォームの別ユニットと併せて調達すること、また本仕様書に規定されていない非機能要件

を設けること等も想定され、各自治体の調達仕様書の範囲と標準仕様書の範囲は必ずしも

一致しないと考えられる。この場合においても、各自治体の情報システムの調達において、
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本仕様書の範囲の業務について本仕様書に記載された内容で調達する限りにおいては、こ

のような対応も許容される。 

※ 例えば、オールインワンパッケージを採用している自治体は、住民情報や税務等の分

野も併せて調達することになるが、その場合、調達仕様書の範囲が本仕様書の範囲と異なる

ことは差し支えない。 
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第２章 業務フロー等  
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１．業務フロー 
 

本仕様書に業務フローを記載する目的は、本仕様書における機能要件に対応したモデル

的な業務フローを示すことにより、自治体及び事業者による共通理解を促すことである。 

本仕様書に記載する業務フローは、実際の各自治体における業務フローを拘束するもの

ではない。ただし、現在の業務フローでは、本仕様書における機能要件どおりの機能で業

務を行うことが難しいと考える自治体は、現在の業務フローを本仕様書に記載する業務フ

ローに改め、本仕様書における機能要件どおりの機能で業務を行うことが期待される。 

本業務フローの作成に当たっては、地方公共団体情報システム機構「地方公共団体の情

報システム調達における機能要件の表記方法に関する調査研究」（平成 27 年３月）を参考

に、表記方法の国際標準である BPMN（Business Process Model and Notation）の手法を

用いて記述した。 

なお、本章（第２章 業務フロー等）の見出しの番号は、次章（第３章 機能要件 第４

節 学齢簿管理 及び 第５節 発行）の見出しの番号（通し番号）と合致している。 

 

 

プ
ー
ル
１

レ
ー
ン
２

レ
ー
ン
１

プ
ー
ル

２

プールとレーン：
プールの中に関係者とその活動内容が記載される。１組織が１つのプールとして示され、
レーン１と２は当該組織内の部署や役割を示す。
またプールは、プール２のように外部組織を表現する場合などには内部に何も記載しない
状態で表現することもできる。

開始イベント：
事務の開始を示し、必ず記載する必要がある。

終了イベント：
事務の終了を示し、必ず記載する必要がある。

メッセージ開始イベント：
他のプールからのメッセージを受け取ることで事務
が開始することを示す。

メッセージ終了イベント：
他のプールにメッセージを送って、事務が終了する
ことを示す。

メッセージ受信中間イベント：
業務フロー図の中間に配置され、他のプールからの
メッセージを送信するまで作業が待機されることを示す。

メッセージ送信中間イベント：
業務フロー図の中間に配置され、他のプールにメッセージ
を送ってから、直ちに次の作業に移ることを示す。

ユーザータスク：
人が情報システム等を使って行うタスクであることを示す。

マニュアルタスク：
人が手作業で行うタスクであることを示す。

排他ゲートウェイ：
業務フローの分岐や結合（XOR条件）で使われ、条件に基づいて判断が行わ
れることを示す。本資料では分岐と統合の両方で使用し、分岐（流出）または
結合（流入）する経路のうち、必ずいずれか一つの経路に流れることを示す。

イベントベースゲートウェイ：
業務フローの分岐で使われ、その先には複数のタイマー中間イベントやメッ
セージ受信中間イベント、受信タスク等が接続される。接続されたイベントや
タスクのうち、最初に発生したもののみが実施されることを示す。

データオブジェクト：
アクティビティで必要とされるデータや作成されるデータを示す。

シーケンスフロー：
イベントやアクティビティ同士を接続する。

メッセージフロー：
プールを跨いでメッセージのやり取りがあることを示す際に使用する。メッセ
ージとは口頭や文書、メール等である。同一プール内では使用できない。

データストア：
業務フロー内において継続的に参照されたり更新されたりする、蓄積された
情報群を示す。

関連／データ関連：
データや注釈との関連があることを示す。データストア間の接続にはデータ
関連を用いる。

サービスタスク：
情報システムによって自動化されているタスクであることを示す。

BPMN凡例

タイマー開始イベント：
特定の日時または定期的な周期で事務が開始されること
を示す。

タイマー中間イベント：
業務フロー図の中間に配置され、特定の日時または定期
的な周期になるまで作業を待機することを示す。
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4.1 学齢簿管理（新規就学者登録） 

4.1.1 新就学者一括登録 

 

住民 学校住民票
担当課

学齢簿
担当課

業
務
フ
ロ
ー

４
－
１
－
１

新
規
就
学
者
登
録

新
就
学
者
一
括
登
録
　
（小
学
校
就
学
前
登
録
）

新
就
学
者
登
録

就
学
猶
予
・免
除
の

申
請
状
況
確
認

終
了

住
民
記
録
情
報

確
認

学
齢
簿
シ
ス
テ
ム

開
始

小
学
校
就
学
予
定
者
一
覧
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4.1.2 新就学者確定 

 

  

住民 学校住民票
担当課

学齢簿
担当課

業
務
フ
ロ
ー

４
－
１
－
２

新
規
就
学
者
登
録

新
就
学
者
確
定
　
（新
就
学
者
の
学
校
入
学
年
月
日
等
を
更
新
）

学
校
入
学
年
月
日

確
定
処
理

終
了

～
４
月
１
日

確
認

学
齢
簿
シ
ス
テ
ム

学
校
入
学
年
月
日
、

学
年
情
報
の
登
録

小
学
校
入
学
者
名
簿
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4.2 学齢簿管理（学齢簿異動） 

4.2.1 転入学・編入学、新就学者異動 

 
  

住民 学校住民票
担当課

学齢簿
担当課

終
了

保
護
者

住
民
記
録

情
報

開
始

届
出

内
容
確
認

本
人
確
認

受
理

入
力

照
合

学
齢
簿

シ
ス
テ
ム

通
知

N
o

Y
es

住
民
票
担
当
課
で

通
知
書
発
行
可
能

内
容
確
認

本
人
確
認

受
理

入
力

照
合

学
齢
簿

シ
ス
テ
ム

終
了

就
学
確
認

報
告

入
力

照
合

学
齢
簿

シ
ス
テ
ム

業
務
フ
ロ
ー

４
－
２
－
１

学
齢
簿
異
動

転
入
学
・編
入
学
、
新
規
就
学
者
異
動
　
（住
民
記
録
の
転
入
等
）

保
護
者

保
護
者

N
o

Y
es

新
規
就
学
者

通
知

通
知

入
学
予
定
通
知
書
等

一
斉
発
送
後

保
護
者

N
o

Y
es

終
了

学
齢
簿
情
報

反
映

 
新
規
登
録

転
入
届
、

転
出
証
明
書
　
等

転
入
学
・編
入
学

通
知
書

学
齢
簿
情
報

反
映

【就
学
後
異
動
時
】

　
転
入
学
通
知
書
、

　
編
入
学
通
知
書

異
動
通
知
書

学
齢
簿
異
動
者
一
覧

入
学
年
月
日

反
映

・転
入
学
・編
入
学
通
知
書
を
住
民
票
担
当
課
で
発
行
で
き
な
い
場
合

・保
護
者
が
自
動
的
に
設
定
で
き
な
い
、
特
別
支
援
学
校
へ
の
就
学
、

　
就
学
猶
予
・免
除
等
、
学
齢
簿
情
報
へ
の
登
録
・変
更
が
必
要
な
場
合

・新
規
就
学
者
の
異
動
の
場
合

転
入
者
　
等

同
一
人

リ
ス
ト

【新
就
学
異
動
時
】

　
入
学
予
定
通
知
書
、

　
学
校
選
択
制
通
知
、

　
入
学
通
知
書
、

　
健
康
診
断
通
知
書
・健
康
診
断
票
等
、

　
 
一
斉
送
付
前
の
場
合
に
作
成

　
以
下
は
必
要
に
応
じ
て
あ
わ
せ
て
実
施

　
就
学
校
変
更
手
続
き
の
案
内
、

　
区
域
外
就
学
手
続
き
の
案
内
、

　
国
・私
立
就
学
手
続
き
の
案
内
等

入
学
予
定
通
知
等
は

初
期
登
録
者
と
あ
わ
せ

一
括
で
発
送

住
基
異
動
者
リ
ス
ト
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4.2.2 学齢簿の記載事項等の変更 

 

  

住民 学校住民票
担当課

学齢簿
担当課

終
了

保
護
者

住
民
記
録

情
報

開
始

届
出

学
齢
簿

シ
ス
テ
ム

N
o

Y
es

住
民
票
担
当
課
で

通
知
書
発
行
可
能

内
容
確
認

本
人
確
認

受
理

学
齢
簿

シ
ス
テ
ム

業
務
フ
ロ
ー

４
－
２
－
２

学
齢
簿
異
動

学
齢
簿
の
記
載
事
項
等
の
変
更

保
護
者

通
知

保
護
者

通
知

内
容
確
認

本
人
確
認

受
理

住
民
情
報
の
変
更

N
o

Y
es

学
校
長

終
了

就
学
確
認

報
告

入
力

照
合

学
齢
簿

シ
ス
テ
ム

入
力

照
合

入
力

照
合

学
齢
簿
情
報
反
映
（変
更
）

（住
所
、
氏
、
支
援
情
報
等
）

転
居
届
、
転
出
届
、

就
学
猶
予
・免
除
申
請
書
　
等

転
入
学

通
知
書

学
齢
簿
情
報
反
映
（変
更
）

（保
護
者
、
就
学
猶
予
・免
除
等
）

転
入
学
通
知
書
、

編
入
学
通
知
書
、

就
学
猶
予
・免
除
通
知
書

異
動
通
知
書

学
齢
簿
異
動
者
一
覧

・転
入
学
・編
入
学
通
知
書
を
住
民
票
担
当
課
で
発
行
で
き
な
い
場
合

・保
護
者
が
自
動
的
に
設
定
で
き
な
い
、
就
学
猶
予
・免
除
等
、

　
学
齢
簿
情
報
へ
の
登
録
・変
更
が
必
要
な
場
合

転
居
者
、
転
出
者
、
氏
変
更
者
、

支
援
希
望
者
、
保
護
者
変
更
、

就
学
猶
予
・免
除
希
望
者
　
等

原
級
留
置
、
不
就
学

情
報
等
報
告

支
援
対
象
者
情
報
が

通
知
に
含
ま
れ
る
際
は
、

記
載
内
容
に
注
意
す
る
こ
と 入
学
年
月
日

反
映

住
基
異
動
者
リ
ス
ト
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4.2.3 学校選択制 

 

  

住民 学校住民票
担当課

学齢簿
担当課

保
護
者

内
容
確
認

本
人
確
認

受
理

入
力

照
合

学
齢
簿

シ
ス
テ
ム

終
了

業
務
フ
ロ
ー

４
－
２
－
３

学
齢
簿
異
動

学
校
選
択
制

開
始届
出

希
望
就
学
校

定
員
数
確
認

学
校
長

学
校
選
択

申
請
書
　
等

就
学
校
情
報

変
更

入
力

照
合

入
学
通
知
書
を
も
っ
て
結
果
通
知
と
す
る

学
校
選
択
希
望
者

学
校
選
択
制

調
査
書
　
等

中
学
校
入
学
予
定
者
（小
学
校
６
年
生
）
で

学
校
が
取
り
ま
と
め
る
場
合

学
齢
簿
異
動
者
一
覧
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4.2.4 就学校の変更 

 

  

住民 学校住民票
担当課

学齢簿
担当課

保
護
者

内
容
確
認

本
人
確
認

受
理

入
力

照
合

学
齢
簿

シ
ス
テ
ム

業
務
フ
ロ
ー

４
－
２
－
４

学
齢
簿
異
動

就
学
校
の
変
更
　
（就
学
校
変
更
、
特
別
支
援
学
校
等
）

開
始届
出

希
望
就
学
校

定
員
数
確
認

学
校
長

通
知

就
学
前

終
了

保
護
者

Y
es

N
o

終
了

就
学
確
認

報
告

入
力

照
合

学
齢
簿

シ
ス
テ
ム

就
学
校
変
更

申
請
書
　
等

就
学
校
情
報

変
更

就
学
校
変
更

希
望
者

入
学
通
知
書
を
も
っ
て

結
果
通
知
と
す
る

就
学
校
変
更

申
請
書
　
等

中
学
校
入
学
予
定
者
（
小
学
校
６
年
生
）
で

学
校
が
取
り
ま
と
め
る
場
合

就
学
校
変
更

許
可
通
知
書

異
動
通
知
書

学
齢
簿
異
動
者
一
覧

入
学
年
月
日

反
映

就
学
校
変
更
者

一
覧
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4.2.5 区域外への就学 

 

1  

住民 学校住民票
担当課

学齢簿
担当課

他市町村

開
始

内
容
確
認

入
力

照
合

学
齢
簿

シ
ス
テ
ム

通
知

業
務
フ
ロ
ー

４
－
２
－
５

学
齢
簿
異
動

区
域
外
へ
の
就
学
　
（住
民
が
他
自
治
体
の
学
校
に
就
学
）

終
了

区
域
外
就
学

承
諾
書

教
育
長

就
学
校
情
報

変
更

異
動
通
知
書

学
齢
簿
異
動
者
一
覧

保
護
者
へ
の
通
知
は
行
わ
な
い

就
学
指
定
校
に
通
知

区
域
外
就
学

協
議
書

住
民
が
他
市
町
村
の
教
育
委
員
会
に
区
域
外
就
学
の

申
請
を
行
い
、
申
請
を
受
け
た
教
育
長
よ
り
通
知

区
域
外
就
学
承
諾
書

区
域
外
就
学
者

一
覧
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4.2.6 区域外からの就学 

 

  

住民 学校住民票
担当課

学齢簿
担当課

他市町村

保
護
者

内
容
確
認

本
人
確
認

受
理

入
力

照
合

学
齢
簿

シ
ス
テ
ム

業
務
フ
ロ
ー

４
－
２
－
６

学
齢
簿
異
動

区
域
外
か
ら
の
就
学
　
（他
自
治
体
の
住
民
が
自
自
治
体
の
学
校
に
就
学
）

開
始届
出

通
知

保
護
者

終
了

就
学
確
認

報
告

入
力

照
合

学
齢
簿

シ
ス
テ
ム

協
議
書

照
会

確
認

確
認

承
諾
書

区
域
外
就
学

申
請
書
　
等

宛
名
情
報
、

就
学
校
情
報
等

新
規
登
録

住
登
外
者
の
登
録

区
域
外
就
学

希
望
者

 
住
登
外

区
域
外
就
学

許
可
通
知
書

異
動
通
知
書

学
齢
簿
異
動
者
一
覧

入
学
年
月
日

反
映

区
域
外
就
学
協
議
書

区
域
外
就
学
承
諾
書

 
回
答
用
の
承
諾
書
を

同
時
に
送
付

区
域
外
就
学

承
諾
書
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4.2.7 国・私立就学 

 

  

住民 学校住民票
担当課

学齢簿
担当課

保
護
者

開
始

届
出

内
容
確
認

本
人
確
認

受
理

入
力

照
合

学
齢
簿

シ
ス
テ
ム

通
知

業
務
フ
ロ
ー

４
－
２
－
７

学
齢
簿
異
動

国
・私
立
就
学

終
了

合
格
証
　
等

就
学
校
情
報

変
更

異
動
通
知
書

学
齢
簿
異
動
者
一
覧

国
・私
立
就
学

希
望
者

保
護
者
へ
の
通
知
は
行
わ
な
い

指
定
学
校
に
通
知
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4.2.8 進級・卒業 

 

  

住民 学校住民票
担当課

学齢簿
担当課

通
知

業
務
フ
ロ
ー

４
－
２
－
８

学
齢
簿
異
動

進
級
・卒
業

終
了

確
認

進
級
・卒
業

情
報
更
新

学
齢
簿

シ
ス
テ
ム

開
始

異
動
通
知
書

学
齢
簿
異
動
者
一
覧

在
籍
校
・入
学
予
定

中
学
校
に
通
知

新
学
年

卒
業
年
月
日
　
等

中
学
校
入
学
者
名
簿

原
級
留
置
対
象
者
一
覧
　
等
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4.3 学齢簿管理（学校の新設・統廃合） 

4.3.1 学校の新設・統廃合 

 
  

住民 学校住民票
担当課

学齢簿
担当課

通
知

業
務
フ
ロ
ー

４
－
３
－
１

学
齢
簿
異
動

学
校
の
新
設
・統
廃
合

終
了

確
認

学
齢
簿

シ
ス
テ
ム

学
区
情
報

（新
設
・統
廃
合
）更
新

保
護
者

開
始

新
設
校
・廃
校
に
伴
う

入
学
通
知
書
一
覧

新
設
校
に
通
知

学
区
　
等

各
種
通
知
書
発
送
者

文
字
切
れ
リ
ス
ト
　
等

新
設
校
・廃
校
に
伴
う

入
学
通
知
書
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5.1 発行（通知書等出力） 

5.1.1 入学予定通知書 

 
  

住民 学校住民票
担当課

学齢簿
担当課

業
務
フ
ロ
ー

５
－
１
－
１

通
知
書
出
力

入
学
予
定
通
知
書

入
学
予
定
通
知

作
成

確
認

送
付

保
護
者

学
校
長

住
民
記
録
情
報

学
齢
簿
シ
ス
テ
ム

～
１
０
月

終
了

各
種
通
知
書
発
送
者

文
字
切
れ
リ
ス
ト

入
学
予
定
通
知
書

入
学
予
定
通
知
書

発
送
者
一
覧

学
校
選
択
制
採
用
時
等
、

事
前
通
知
を
行
う
場
合
の
み
実
施
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5.1.2 学校選択制通知 

 

  

住民 学校住民票
担当課

学齢簿
担当課

業
務
フ
ロ
ー

５
－
１
－
２

通
知
書
出
力

学
校
選
択
制
通
知

学
校
選
択
制
通
知

作
成

確
認

送
付

保
護
者

住
民
記
録
情
報

学
齢
簿
シ
ス
テ
ム

～
10
月

学
校
長

終
了

学
校
選
択
制
案
内
書

学
校
選
択
制
調
査
書

学
校
選
択
制
案
内
書
発
送
者
一
覧

各
種
通
知
書
発
送
者
文
字
切
れ
リ
ス
ト

学
校
選
択
制
案
内
書

学
校
選
択
制
調
査
書

中
学
校
入
学
予
定
者
（小
学
校
６
年
生
）で

学
校
が
取
り
ま
と
め
る
場
合
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5.1.3 健康診断通知書・健康診断票 

 

  

住民 学校住民票
担当課

学齢簿
担当課

業
務
フ
ロ
ー

５
－
１
－
３

通
知
書
出
力

健
康
診
断
通
知
書
・健
康
診
断
票

健
康
診
断
通
知
書
・健
康
診

断
票
・健
康
診
断
通
知
一
覧

作
成

送
付

保
護
者

学
校
長

住
民
記
録
情
報

学
齢
簿
シ
ス
テ
ム

～
10
月

確
認

送
付

～
３
月

保
護
者

健
康
診
断
結
果
通
知
書
・
健

康
診
断
結
果
通
知
一
覧
作
成

住
民
記
録
情
報

学
齢
簿
シ
ス
テ
ム

確
認

終
了

各
種
通
知
書
発
送
者

文
字
切
れ
リ
ス
ト

健
康
診
断
通
知
書

発
送
者
一
覧

健
康
診
断
通
知
書

健
康
診
断
票

健
康
診
断
予
備
調
査
票

健
康
診
断
結
果

通
知
書

健
康
診
断
結
果
通
知
書
発
送
者
一
覧

各
種
通
知
書
発
送
者
文
字
切
れ
リ
ス
ト
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5.1.4 入学通知書 

 

  

住民 学校住民票
担当課

学齢簿
担当課

業
務
フ
ロ
ー

５
－
１
－
４

通
知
書
出
力

入
学
通
知
書

入
学
通
知
書
・入
学

通
知
一
覧
作
成

確
認

送
付

保
護
者

学
校
長

住
民
記
録
情
報

学
齢
簿
シ
ス
テ
ム

～
1月

入
学
の
二
月
前
ま
で
に
通
知

終
了

小
学
校
入
学
通
知
書

中
学
校
入
学
通
知
書

小
学
校
入
学
通
知
書
発
送
者
一
覧

中
学
校
入
学
通
知
書
発
送
者
一
覧

各
種
通
知
書
発
送
者
文
字
切
れ
リ
ス
ト

必
要
に
応
じ
て
以
下
案
内
等
を
あ
わ
せ
て
行
う

・就
学
校
変
更
手
続
き
の
案
内

・区
域
外
就
学
手
続
き
の
案
内

・国
・私
立
就
学
手
続
き
の
案
内
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5.1.5 就学校変更満了通知書 

 

  

住民 学校住民票
担当課

学齢簿
担当課

業
務
フ
ロ
ー

５
－
１
－
５

通
知
書
出
力

就
学
校
変
更
満
了
通
知
書

開
始

就
学
校
変
更
満
了
通
知
書
・

就
学
校
変
更
満
了
通
知
一
覧

作
成

確
認

送
付

保
護
者

学
校
長

学
齢
簿
シ
ス
テ
ム

終
了

就
学
校
変
更
満
了
通
知
書

転
入
学
通
知
書

就
学
校
変
更
満
了
通
知
書
発
送
者
一
覧

各
種
通
知
書
発
送
者
文
字
切
れ
リ
ス
ト
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5.1.6 区域外就学満了通知書 

 

  

住民 学校住民票
担当課

学齢簿
担当課

業
務
フ
ロ
ー

５
－
１
－
６

通
知
書
出
力

区
域
外
就
学
満
了
通
知
書

開
始

区
域
外
就
学
満
了
通
知
書
・

区
域
外
就
学
満
了
通
知
一
覧

作
成

確
認

送
付

保
護
者

学
校
長

学
齢
簿
シ
ス
テ
ム

終
了

区
域
外
就
学
満
了
通
知
書

転
入
学
通
知
書

区
域
外
就
学
満
了
通
知
書
発
送
者
一
覧

各
種
通
知
書
発
送
者
文
字
切
れ
リ
ス
ト
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5.2 発行（名簿出力） 

5.2.1 学齢簿 

 
  

住民 学校住民票
担当課

学齢簿
担当課

業
務
フ
ロ
ー

５
－
２
－
１

名
簿
出
力

学
齢
簿

学
齢
簿
作
成

確
認

10
月
１
日

学
齢
簿
シ
ス
テ
ム

終
了

学
齢
簿
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5.3 発行（学齢簿情報出力） 

5.3.1 学齢簿情報 

 
  

住民 学校住民票
担当課

学齢簿
担当課

学習者情報
アプリケーション業

務
フ
ロ
ー

５
－
３
－
１

学
齢
簿
情
報
出
力

学
齢
簿
情
報

学
齢
簿
情
報
作
成

確
認

終
了

開
始

学
齢
簿
シ
ス
テ
ム

提
供

学
齢
簿
情
報

学
齢
簿
情
報
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5.6 発行（統計） 

5.6.1 人口推計・集計表 

 
  

住民 学校住民票
担当課

学齢簿
担当課

業
務
フ
ロ
ー

５
－
６
－
１

統
計

人
口
推
計
・集
計
表
　
（学
校
別
、
男
女
別
人
数
表
等
）

開
始

人
口
推
計
・集
計
表

作
成

確
認

終
了

住
民
記
録
情
報

学
齢
簿
シ
ス
テ
ム

学
区
・地
域
別
人
口
統
計
表

学
区
・学
校
・地
域
別
集
計
表
（小
学
校
）

学
区
・学
校
・地
域
別
集
計
表
（中
学
校
）　
等
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5.7 発行（支援対象・抑止対象） 

5.7.1 支援対象者一覧 

 
  

住民 学校住民票
担当課

学齢簿
担当課

業
務
フ
ロ
ー

５
－
７
－
１

支
援
対
象
・抑
止
対
象

支
援
対
象
者
一
覧
　
（D
V
・
ス
ト
ー
カ
ー
被
害
等
）

開
始

支
援
対
象
者
一
覧

作
成

確
認

終
了

学
齢
簿
シ
ス
テ
ム住
民
記
録
情
報

支
援
対
象
者
一
覧
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5.7.2 抑止対象者一覧 

 

  

住民 学校住民票
担当課

学齢簿
担当課

業
務
フ
ロ
ー

５
－
７
－
２

支
援
対
象
・抑
止
対
象

抑
止
対
象
者
一
覧

開
始

抑
止
対
象
者
一
覧

作
成

確
認

終
了

学
齢
簿
シ
ス
テ
ム

抑
止
対
象
者
一
覧
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5.8 発行（不就学） 

5.8.1 日本人・外国人出入国記録照会 

 
  

住民 学校住民票
担当課

学齢簿
担当課

出入国在留
管理局

開
始

学
齢
簿

シ
ス
テ
ム

業
務
フ
ロ
ー

５
－
８
－
１

不
就
学

日
本
人
・外
国
人
出
入
国
記
録
照
会
　
（日
本
人
重
国
籍
も
確
認
）

終
了

外
国
人
出
入
国
記
録

照
会
書
作
成

確
認

回
答

学
齢
簿

シ
ス
テ
ム

学
齢
簿
情
報

変
更

外
国
人
出
入
国
記
録

照
会
書
発
送
者
一
覧
表

各
種
通
知
書
発
送
者

文
字
切
れ
リ
ス
ト

外
国
人
出
入
国

記
録
照
会
書

出
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5.8.2 外国籍児童への就学案内 
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２．ツリー図 
4 学齢簿管理 
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（学齢簿編製）

4 学齢簿管理 4-1 新規就学者登録
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（小学校就学前登録）

4-1-2 新就学者確定
（新就学者の学校入学年月
日等を更新）

4-2 学齢簿異動
4-2-1 転入学・編入学、新
就学者異動
（住民記録の転入等）

4-2-2 学齢簿の記載事項等
の変更

4-2-3 学校選択制

4-2-4 就学校の変更
（就学校変更、特別支援学
校等）

4-2-5 区域外への就学
（住民が他自治体の学校に
就学）

4-2-6 区域外からの就学
（他自治体の住民が自自治
体の学校に就学）

4-2-7 国・私立就学

4-2-8 進級・卒業

4-3 学区設定 4-3-1 学校の新設・統廃合

就学事務業務 機能一覧 業務名 学齢簿編製業務
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5 発行 

 

 

  

就学事務
（学齢簿編製）

5 発行 5-1 通知書等出力 5-1-1 入学予定通知書

5-1-2 学校選択制通知

5-1-3 健康診断通知書・健
康診断票

5-1-4 入学通知書

5-1-5 就学校変更満了通知
書

5-1-6 区域外就学満了通知
書

5-2 名簿出力 5-2-1 学齢簿

5-3 学齢簿情報出力 5-3-1 学齢簿情報

5-4 成人式案内出力 5-4-1 成人式案内

5-5 運動会案内出力 5-5-1 運動会案内

5-6 統計 5-6-1 人口推計・集計表

5-7 支援対象・抑止対象 5-7-1 支援対象者一覧

5-7-2 抑止対象者一覧

5-8 不就学
5-8-1 日本人・外国人出入
国記録照会

5-8-2 外国籍児童への就学
案内

就学事務業務 機能一覧 業務名 学齢簿編製業務
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【考え方・理由】 

   対象とした業務の範囲は、地域情報プラットフォーム標準仕様における

就学ユニットの内の学齢簿としており、これは概ね学齢簿編製制度上の事

務として、学校教育法施行規則第 30 条に則るものである。そのため、現状

は以下等の機能を有するシステムを利用している自治体があることを確認

しているが、本仕様書の標準化対象業務の範囲外とする。 

・預け先名（保育先名）、預け先住所（保育先住所）を管理できること。 

・特別支援学級での指導に関する状況を管理できること。 

・指導要録の出力ができること。 
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３．DFD (Data Flow Diagram) 
 

4 学齢簿管理 
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4.2.1 転入学・編入学、新就学者異動 
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4.2.2 学齢簿の記載事項等の変更 
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4.2.3,4,7 学校選択制、就学校の変更、国・私立就学 
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4.2.5 区域外への就学 
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4.2.6 区域外からの就学 

 
 

  

学
齢
簿

機
能
情
報
関
連
図
（D
F
D
）

４
－
２
－
６

学
齢
簿
異
動
　
（区
域
外
か
ら
の
就
学
）

4.
2.

6 
区
域
外
か
ら
の
就
学

4.
2.

6.
1 
区
域
外
か
ら
の
就
学

4.
2.

6.
2 
区
域
外
就
学
の
申
請

4.
2.

6.
3 
区
域
外
就
学
協
議
書

4.
2.

6.
4 
区
域
外
就
学
許
可
の
通
知

・区
域
外
就
学
協
議
書

・区
域
外
就
学
承
諾
書

・区
域
外
就
学
許
可
通
知
書

申
請

・区
域
外
就
学
承
諾
書

・異
動
通
知
書

・学
齢
簿
異
動
者
一
覧

学
校

他
市
町
村

住
民
票
担
当
課

住
民



 

 

60 / 329 

4.2.8 進級・卒業 

 
 

  

学
齢
簿

機
能
情
報
関
連
図
（D
F
D
）

４
－
２
－
８

学
齢
簿
異
動
　
（進
級
・卒
業
）

4.
2.

8 
進
級
・
卒
業

4.
2.

8.
1 
進
級
・卒
業
一
括
処
理

4.
2.

8.
2 
卒
業
年
月
日

4.
2.

8 
進
級
・
卒
業

4.
2.

8.
3 
原
級
留
置
対
象
者
の
把
握

4.
2.

8.
4 
中
学
校
入
学
者
名
簿

・異
動
通
知
書

・学
齢
簿
異
動
者
一
覧

住
民

住
民
票
担
当
課

他
市
町
村

学
校



 

 

61 / 329 

4.3 学校の新設・統廃合 
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5 発行 

5.1 通知書等出力 
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5.2 名簿出力 

 
  

学
齢
簿

機
能
情
報
関
連
図
（D
F
D
）

５
－
２

名
簿
出
力

5
.2

.1
 学
齢
簿

学
校

他
市
町
村

住
民
票
担
当
課

住
民



 

 

64 / 329 

5.3 学齢簿情報出力 
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5.6 統計 
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5.7 支援対象・抑止対象 
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5.8 不就学 
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第３章 機能要件 
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1 管理項目 
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1.1 学齢簿関連データ 
1.1.1 児童生徒データの管理 

（Ｎｏ．１、９、２４、３５、３７、４３、４４、１００） 

【実装すべき機能】 

児童生徒の情報について、以下の項目を管理（※）又は住民記録システム

から取得できること。 

※「管理」とは、データの設定・保持・修正ができることをいう。 

 

【学校教育法施行規則第 30 条に記載の項目】 

・児童生徒氏名（外国籍を有する場合は本国名、通称名及び併記名をそ

れぞれ管理） 

・児童生徒の現住所 

・児童生徒の生年月日 

・児童生徒性別 

 

【学校教育法施行規則第 30 条に記載以外のその他項目】 

・児童生徒宛名コード 

（個人を識別するための番号、名寄せを行う際に必要） 

・児童生徒カナ氏名（外国籍を有する場合は本国名、通称名及び併記名

をそれぞれ管理） 

・児童生徒通称名（日本人の場合に使用） 

・児童生徒通称カナ氏名（日本人の場合に使用） 

・児童生徒国籍 

・児童生徒郵便番号 

 

外国籍を有する児童生徒を管理でき、日本国籍を有する児童生徒と同様に、

新入学処理及び異動処理ができること。また、外国籍を有する児童生徒の本

国名、通称名及び併記名を管理できること。 

外国籍を有する児童生徒の氏名文字数に対応すること。 

 

【実装してもしなくても良い機能】 

・児童生徒前住所 

・児童生徒メールアドレス 
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・児童の住所コード 

・児童の行政区（地域、地区、自治会）コード 

・世帯番号 

・世帯主宛名コード（個人を識別するための番号） 

・世帯主氏名 

・世帯主カナ氏名 

・居所（現住所と違う場合に使用） 

・居所不明状況 

・居所不明年月日 

※居所不明状況、居所不明年月日は、1 年以上居所不明者である場合 

 

【実装しない機能】 

・児童生徒電話番号又は携帯番号 

・児童生徒メールアドレス 

・児童生徒年齢 

 

【考え方・理由】 

実装すべき機能について、学校教育法施行規則第 30 条第１項第１号にお

いて、「学齢児童又は学齢生徒に関する事項 氏名、現住所、生年月日及び

性別」を学齢簿に記載する事項として定められているため。その他項目につ

いては、補足情報として管理を行うこと。 

日本国籍を有する児童生徒の通称名については、離婚や支援措置などの理

由により本名と異なる氏名（通名）を利用するケースが想定されるため、実

装すべき機能とした。 

住所コードや行政区（地域、地区、自治会）コードについては、住民記録

システムから取得可能であるため、実装してもしなくても良い機能とした。 

実装しない機能について、年齢など生年月日から計算が可能である項目に

ついては、メンテナンス等の煩雑さを招くため、実装しない機能とした。 

外国籍を有する児童生徒の氏名を帳票に印字する際は、本国名、通称名又

は併記名の何れかを選択できること。 

外国籍を有する児童生徒の氏名文字数については、住民記録情報の文字数

にあわせることが望ましい。 

世帯番号、世帯主宛名コード、世帯主氏名及び世帯主カナ氏名については、

児童に対するものを管理し、住民記録システムから取得可能であるため、実



 

 

72 / 329 

装してもしなくても良い機能とした。 

居所については、住民票記載の住所とは異なる場所に居住しているケース

が多数あるとの意見もあり、実装してもしなくても良い機能とした。 

児童生徒の電話番号、携帯番号及びメールアドレスについては、保護者の

情報と同一であるケースが多数と想定されるため、実装しない機能とした。 

 

1.1.2 保護者データの管理 

（Ｎｏ．２、１０、３２、３３、３４、３６、３８、３９、４３、４４、４５、１０

０） 

【実装すべき機能】 

保護者に関する情報について、以下の項目を管理又は住民記録システムか

ら取得できること。 

 

【学校教育法施行規則第 30 条に記載の項目】 

・保護者氏名（外国籍を有する場合は本国名、通称名及び併記名をそれ

ぞれ管理） 

・保護者の現住所 

・保護者と児童生徒との関係（児童生徒に対する保護者の続柄を管理 

例：父、母など） 

 

【学校教育法施行規則第 30 条に記載以外のその他項目】 

・保護者宛名コード（個人を識別するための番号） 

・保護者カナ氏名（外国籍を有する場合は本国名、通称名及び併記名を

それぞれ管理） 

・保護者国籍 

・保護者郵便番号 

・保護者電話番号又は携帯番号 

 

外国籍を有する保護者を管理できること。また、外国籍を有する保護者の

本国名、通称名及び併記名を管理できること。 

外国籍を有する保護者の氏名文字数に対応すること。 

 

【実装してもしなくても良い機能】 

・保護者のメールアドレス 
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・保護者通称名（日本人の場合に使用） 

・保護者通称カナ氏名（日本人の場合に使用） 

・保護者の住所コード 

・保護者の行政区（地域、地区、自治会）コード 

・保護者性別 

・身元引受人宛名コード（個人を識別するための番号） 

・身元引受人氏名 

・身元引受人カナ氏名 

・身元引受人住所 

・身元引受人電話番号又は携帯番号 

・身元引受人児童生徒との関係（児童生徒に対する身元引受人の続柄を

管理 例：父、母など） 

・身元引受人のメールアドレス 

 

【実装しない機能】 

・預け先名（保育先名） 

・預け先住所（保育先住所） 

 

【考え方・理由】 

実装すべき機能について、学校教育法施行規則第 30 条第１項第２号にお

いて、「保護者に関する事項 氏名、現住所及び保護者と学齢児童又は学齢

生徒との関係」を学齢簿に記載する事項として定められているため。その他

項目については、補足情報として管理を行うこと。 

住所コード、行政区（地域、地区、自治会）コードや保護者性別について

は、住民記録システムから取得可能であるため、実装してもしなくても良い

機能とした。 

外国籍を有する保護者の氏名を帳票に印字する際は、本国名、通称名又は

併記名の何れかを選択できること。 

外国籍を有する保護者の氏名文字数については、住民記録情報の文字数に

あわせることが望ましい。 

日本国籍を有する保護者の通称名については、離婚や支援措置などの理由

により本名と異なる氏名（通名）を利用するケースが想定されるため、実装

してもしなくても良い機能とした。 
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1.1.3 市町村内学校関連データの管理 

（Ｎｏ．３、１２、１３、１４、１５、１６、１７、１８、２０、２１、２７、２

８、２９、４０、４６、４７、４９） 

【実装すべき機能】 

市町村内学校関連情報について、以下の項目を管理又は住民記録システム

から取得できること。 

就学前児童の仮データの登録ができ、管理できること。また、新中学校 1

年生についての仮データの登録ができ、対象児童が小学校 6 年生時に仮デー

タとの共存を可能とすること。 

 

【学校教育法施行規則第 30 条に記載の項目】 

・就学校名 

・学校入学年月日 

・学校転入学年月日 

・学校編入学年月日 

・学校転学年月日 

・学校卒業年月日 

※就学校名、学校入学年月日、学校転学年月日、学校卒業年月日は、 

小学校・中学校等の記載欄が必要。 

 

【学校教育法施行規則第 30 条に記載以外のその他項目】 

・指定小学校区（住所から判別されるものを管理） 

・指定中学校区（住所から判別されるものを管理） 

・就学指定校名（学校区から判別されるものを管理） 

・希望就学校名（学校選択制導入自治体のみ使用、選択機能校を管理） 

・希望就学校受付年月日（学校選択制導入自治体のみ使用） 

・退学年月日 

※就学指定校名、希望就学校、希望就学校受付年月日、退学年月日は、 

小学校・中学校等の記載欄が必要。 

・学級区分（通常の学級、特別支援学級等） 

・学年 

※義務教育学校の場合は、中学校１～３年相当学年を７～９と表示で 

きること。 

・就学校変更事由 

・就学校変更申請年月日 
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・就学校変更許可年月日 

・就学校変更期間 

※義務教育学校の場合は、小１相当から中３相当まで最大９年間で設 

定できること。 

・原級留置に関する事項 

例） 

原級留置決定年月日 

原級留置期間 

原級留置理由 

・不就学情報 

例） 

不就学期間 

不就学理由 

・副籍校名（特別支援学校就学時のみ使用） 

・転入前学校 

 

【実装してもしなくても良い機能】 

・就学援助有無 

・転出先学校 

・クラス 

・出席番号 

・就学校変更区分 

・就学校変更不許可理由 

・就学校変更開始学年 

 

【考え方・理由】 

実装すべき機能について、学校教育法施行規則第 30 条第１項第３号イに

おいて、「当該市町村の設置する小学校、中学校（併設型中学校を除く。）又

は義務教育学校に就学する者について、当該学校の名称並びに当該学校に係

る入学、転学及び卒業の年月日」を学齢簿に記載する事項として定められて

いるため。 

「副籍校名」については、「「令和の日本型学校教育」の構築を目指して～

全ての子供たちの可能性を引き出す，個別最適な学びと，協働的な学びの実

現～（答申）」（令和３年１月 26 日 中央教育審議会）において、特別支援学
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校に在籍する児童生徒が，地域の学校に副次的な籍を置く取組の一層の普及

推進の重要性が示されているため、実装すべき機能とした。 

また、「就学援助有無」については現在管理している自治体と管理してい

ない自治体とに分かれているが、就学援助システムを導入する場合には二重

管理となってしまうため、運用に合わせて利用の可否を検討すれば良い。 

「転出先学校」を管理する自治体もあるが、転出先の学校へ問合せをする

ことが想定されないとの意見もあり、実装してもしなくても良い機能とした。 

「クラス」及び「出席番号」は就学事務システム(学齢簿編製等)にて保有

すべき項目ではないが、校務支援情報との連携、学齢簿の出力順としての使

用が想定されるため、実装してもしなくても良い機能とした。 

就学校変更区分は、指定校変更の状況（申請中、就学校変更中、就学校変

更の満了、申請却下など）を管理する自治体もあるとのご意見から、実装し

てもしなくても良い機能とした。 

就学校変更開始学年は、就学校変更は翌年度（翌年度の学年）からのケー

スも想定されるとのご意見から、実装してもしなくても良い機能とした。 

 

1.1.4 区域外学校関連データの管理 

（Ｎｏ．４、１６、２２、３０、４６） 

【実装すべき機能】 

区域外学校情報について、以下の項目を管理すること。 

 

【学校教育法施行規則第 30 条に記載の項目】 

・就学校名 

・設置者名 

・学校入学年月日 

・学校転入学年月日 

・学校編入学年月日 

・学校転学年月日 

・学校卒業年月日 

・学校退学年月日 

※就学校名、設置者名、学校入学年月日、学校転学年月日、学校卒 

業年月日、学校退学年月日は、小学校・中学校等の記載欄が必要。 

 

【学校教育法施行規則第 30 条に記載以外のその他項目】 

・区域外就学事由 
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・区域外就学申請年月日 

・区域外就学許可年月日 

・区域外就学期間 

 

【実装してもしなくても良い機能】 

・区域外就学区分 

・区域外就学不許可理由 

・区域外就学開始学年 

 

【考え方・理由】 

実装すべき機能について、学校教育法施行規則第 30 条第１項第３号ロに

おいて、「学校教育法施行令第九条に定める手続により当該市町村の設置す

る小学校、中学校（併設型中学校を除く。）又は義務教育学校以外の小学

校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校に就学する者について、当該

学校及びその設置者の名称並びに当該学校に係る入学、転学、退学及び卒

業の年月日」を学齢簿に記載する事項として定められているため。 

設置者名については、学校教育法第２条第１項において、「学校は、国、

地方公共団体及び私立学校法第三条に規定する学校法人のみが、これを設

置することができる。」と定めらており、本条にて定めらた内容を設定する

ものとする。 

区域外就学区分は、区域外就学の状況（協議中、区域外就学中、区域外就

学の満了、申請却下など）を管理する自治体もあるとのご意見から、実装し

てもしなくても良い機能とした。 

区域外就学開始学年は、区域外就学は翌年度（翌年度の学年）からのケー

スも想定されるとのご意見から、実装してもしなくても良い機能とした。 

 

1.1.5 特別支援学校関連データの管理 

（Ｎｏ．５、１６、４６） 

【実装すべき機能】 

特別支援学校情報について、以下の項目を管理すること。 

 

【学校教育法施行規則第 30 条に記載の項目】 

・就学校名 

・設置者名 
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・学校入学年月日 

・学校転入学年月日 

・学校編入学年月日 

・学校転学年月日 

・学校卒業年月日 

・学校退学年月日 

※就学校名、設置者名、学校入学年月日、学校転学年月日、学校卒 

業年月日、学校退学年月日は、小学校・中学校等の記載欄が必要。 

 

【実装してもしなくても良い機能】 

・障がい区分 

 

【考え方・理由】 

学校教育法施行規則第 30 条第１項第３号ハにおいて、「特別支援学校の

小学部又は中学部に就学する者について、当該学校及び部並びに当該学校

の設置者の名称並びに当該部に係る入学、転学、退学及び卒業の年月日」

を学齢簿に記載する事項として定められているため。 

設置者名については、学校教育法第２条第１項において、「学校は、国、

地方公共団体及び私立学校法第三条に規定する学校法人のみが、これを設

置することができる。」と定めらており、本条にて定めらた内容を設定する

ものとする。 

 

1.1.6 督促関連データの管理 

（Ｎｏ．６、１９） 

【実装すべき機能】 

督促情報について、以下の項目を管理すること。 

 

【学校教育法施行規則第 30 条に記載の項目】 

・校長からの就学の督促に関する通知受理年月日 

・就学督促年月日 

 

【実装してもしなくても良い機能】 

・就学督促事由 
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【考え方・理由】 

学校教育法施行規則第 30 条第１項第４号において、「就学の督促等に関す

る事項 学校教育法施行令第二十条又は第二十一条の規定に基づき就学状

況が良好でない者等について、校長から通知を受けたとき、又は就学義務の

履行を督促したときは、その旨及び通知を受け、又は督促した年月日」を学

齢簿に記載する事項として定められているため。 

「就学督促事由」については、一部の自治体においては管理項目とせず、

メモ情報として文字列にて管理しており、そのような方式でも問題ない。 

 

1.1.7 猶予・免除関連データの管理 

（Ｎｏ．７、８、３１、４１、４８） 

【実装すべき機能】 

猶予・免除に関する情報について、以下の項目を管理すること。 

 

【学校教育法施行規則第 30 条に記載の項目】 

・就学猶予年月日 

・就学猶予事由 

・就学猶予期間 

・就学猶予復学年月日 

・就学免除年月日 

・就学免除事由 

・就学免除復学年月日 

 

【学校教育法施行規則第 30 条に記載以外のその他項目】 

・猶予・免除されていた年数 

 

【考え方・理由】 

実装すべき機能について、学校教育法施行規則第 30 条第１項第５号にお

いて、「就学義務の猶予又は免除に関する事項 学校教育法第十八条の規定

により保護者が就学させる義務を猶予又は免除された者について、猶予の年

月日、事由及び期間又は免除の年月日及び事由並びに猶予又は免除された者

のうち復学した者については、その年月日」を学齢簿に記載する事項として

定められているため。 

「猶予・免除されていた年数」についてはベンダごとに管理方法が異なる。



 

 

80 / 329 

メモや備考などへの入力と学年を下げる入力を併用して行う運用や、実際の

学年と異なる入力がされた場合のチェック機能を有する場合もある。外国籍

を有する者の入学の場合に１つ学年を下げる場合などもあり、管理項目とし

て必要と考えられる。 

 

1.1.8 学齢簿変更関連データの管理 

（Ｎｏ．１１、２５） 

【実装すべき機能】 

学齢簿の変更が発生する場合において、以下の項目を管理すること。 

 

【学校教育法施行規則第 30 条に記載以外のその他項目】 

・学齢簿変更届出年月日 

・学齢簿変更年月日 

・学齢簿変更事由 

 

【実装しない機能】 

・学齢簿消除事由 

・学齢簿消除年月日 

 

【考え方・理由】 

学齢簿情報の異動履歴を管理する上で必要であるため、変更の時点と事由

を管理する。また、消除に関しては「学齢簿変更事由」及び「学齢簿変更年

月日」にて管理可能であるため。 

学齢簿変更届出年月日は、届出によらない異動の場合については、空欄で

も可とする。 

 

1.1.9 支援対象者関連データの管理 

（Ｎｏ．２３） 

【実装すべき機能】 

ＤＶ／ストーカー等の支援対象者情報について、以下の項目を管理するこ

と。 

 

【学校教育法施行規則第 30 条に記載以外のその他項目】 

・支援対象者情報 
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住民記録情報の内容を参照し把握でき、就学事務独自の該当者の管理（例：

フラグ管理）が行えることとする。また、ＤＶ／ストーカー等の支援対象者

情報を画面照会した場合は、該当者（世帯員を含め）である旨に気づけるこ

と。 

 

【考え方・理由】 

ＤＶ／ストーカー等の支援対象者情報は、住民記録情報に準拠しているケ

ースが多いが、就学事務独自で把握する情報もあるため、その部分はメモで

管理を行っている場合も見受けられた。住民記録情報の内容を参照し把握で

き、さらに学齢簿固有の対象者と情報の登録ができることが望ましい。 

 

1.1.10 備考関連データの管理 

（Ｎｏ．２６） 

【実装すべき機能】 

備考について、以下の項目を管理すること。 

 

【学校教育法施行規則第 30 条に記載の項目】 

・備考 

 

備考に登録された内容は照会でき、新年度に切り替わっても内容は引き継

がれること。 

 

【考え方・理由】 

学校教育法施行規則第 30 条第１項第６号において、「その他必要な事項 

市町村の教育委員会が学齢児童又は学齢生徒の就学に関し必要と認める事

項」を学齢簿に記載する事項として定められているため。 

 

1.1.11 メモ関連データの管理 

（Ｎｏ．１０５） 

【実装すべき機能】 

メモについて、以下の項目を管理すること。 

 

【学校教育法施行規則第 30 条に記載以外のその他項目】 
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・メモ 

 

メモは個人を単位とし、記載事項を限定しないメモ入力が可能であること。

メモを入力した者のユーザ ID 及び日時が記録されること。メモ入力された

ものについては、通知書や学齢簿等の外部向け帳票に出力されないこと。ま

た、メモ登録されている対象者を画面照会した場合は、メモがある旨に気づ

けること。 

 

【実装してもしなくても良い機能】 

メモの修正・削除について履歴管理されること。 

 

【考え方・理由】 

個人を単位とした記載事項を限定しないメモ情報の入力を必要としてい

るため。 

 

1.1.12 その他のデータの管理 

（Ｎｏ．４２、１０３） 

【実装してもしなくても良い機能】 

その他の情報として、以下の項目を管理すること。 

・就学校区分 

 

【実装しない機能】 

・任意の項目 

 

【考え方・理由】 

児童生徒の就学校の状態（例：就学校変更就学、区域外就学、特別支援学

校就学、国私立就学、学校選択制による就学、転出など）をＥＵＣ機能利用

時など容易に判別する項目が必要であるとも考えられるが、異動事由や各種

項目などの組み合わせで判別可能であるため、実装してもしなくても良い機

能とした。 

任意の項目については、用途が明確となっていない項目であるため、実装

しない機能とした。 
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1.2 その他の管理項目 
1.2.1 データ変更記録の管理 

（Ｎｏ．５０、２５０） 

【実装すべき機能】 

1.1（学齢簿関連データ）に規定する変更記録は、以下の項目を管理するこ

と。 

・異動者 

・異動日 

・処理日 

・届出日 

・入力場所 

・入力端末 

 

また、変更したデータ自体については、以下のとおり、時点ごとに全項目

の履歴データを持つ方式により管理すること。 

・学齢簿に記載する各項目を１列とし、全項目を１行で保持する。 

・データキーは、児童生徒宛名コードと履歴番号でユニークとする。履歴番

号は 1 からの単純連番とする。 

・履歴は、データキーの履歴番号をカウントアップし、項目内容の変更有無

に係わらず、全項目の内容を保持する。 

・履歴番号が最大のデータを１件セレクトすることで、その個人の直近デー

タの全項目を取得する。 

 

【実装しない機能】 

変更があった学齢簿の内容は、取り消し線による記載ができること。 

 

【考え方・理由】 

変更記録の管理方法については、確認した全自治体で同様の方式を用いて

履歴管理を行っており、変更前の内容については、一つ前の履歴として管理

している。 

取り消し線による学齢簿への記載については、紙での管理を行う場合を想

定しているが、実情は異動履歴の照会を画面表示にて行っているとの回答が

多数であったため不要とした。 
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異動日には、その異動の効力が生じる日、処理日には、その異動を学齢簿

システム上に反映した日、届出日には、その異動の届出があった日をそれぞ

れ設定するものとする。 

届出日は、届出によらない異動の場合については、空欄でも可とする。 

 

1.2.2 入力場所・入力端末 

 

【実装すべき機能】 

システムログや通知書発行管理に使用するため、就学事務システム(学齢

簿編製等)を使用する場所として、本庁、支所、出張所、就学事務システム

(学齢簿編製等)利用課等の入力場所及び入力端末等の登録管理ができるこ

と。 

指定都市においては、行政区（総合区を設置している場合は総合区。以下

同じ。）（区役所）を管理できること。 

 

【考え方・理由】 

システムログや通知書発行管理に使用するための就学事務システム(学齢

簿編製等)を使用する場所（本庁・支所・出張所・就学事務システム(学齢簿

編製等)利用課等の入力場所）及び入力端末等を管理する機能が必要である。 

 

1.2.3 学齢簿情報の削除 

（Ｎｏ．５１） 

【実装してもしなくても良い機能】 

システムで削除した学齢簿データの保存（システムから削除する場合の磁

気ディスク等への保存）ができること。 

 

【考え方・理由】 

成人式案内の情報として活用するケースもあり、卒業後も５年以上管理す

る必要があるために実装を検討したが、全ての自治体及びベンダにおいて削

除データの保管機能を有していないため、実装してもしなくても良い機能と

した。 

 

1.2.4 公印管理 

（Ｎｏ．５２、２６８） 
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【実装すべき機能】 

公印管理（教育長及び職務代理者等の公印が管理できる）ができること。 

 

【考え方・理由】 

通知書等を出力する場合、印字する電子公印を帳票ごとに設定する必要が

あるため。また、他部署で通知書を発行する場合、他部署の公印も設定でき

るよう考慮すること。 

 

1.2.5 認証者 

（Ｎｏ．２６８） 

【実装すべき機能】 

通知書等の認証者は、教育長及び職務代理者等について、職名・氏名の管

理ができること。 

また、期間等事前に登録した条件によって、自動的に切り替わることがで

きるよう職務代理者期間の管理ができること。 

 

【考え方・理由】 

通知書等を出力する場合、印字する認証者を設定する必要があるため。ま

た、他部署で通知書を発行する場合、他部署の認証者も設定できるよう考慮

すること。 

 

1.2.6 通知書発行履歴の管理 

（Ｎｏ．５３） 

【実装すべき機能】 

1.1（学齢簿関連データの管理）に規定する通知書の通知書発行履歴は、以

下の項目を管理すること。 

・通知年月日時 

・通知場所 

・通知対象者（児童生徒及び保護者を管理） 

・通知書の種別 

・枚数 

・文書番号 

・端末名、ユーザ ID 
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【考え方・理由】 

通知書の発行状況の確認を行う上で必要となる。 

一括出力時には、発送者一覧を別途出力していることから、通知書発行履

歴への出力有無を単票出力時、一括出力時又は両方を選択できるよう考慮が

必要である。 

 

1.2.7 学区管理 

（Ｎｏ．５４、５５，５６、２６５、２６６、２６７） 

【実装すべき機能】 

住所による学区の自動設定ができること。当該児童生徒の現住所が入力さ

れると学区の設定により自動で就学指定校が選択されること。 

 

【考え方・理由】 

学区の設定については全ての自治体において管理できている。学区の年度

管理については、毎年行われるものでないため実装すべき機能とせず、学区

の変更が行われた場合は、「1.2.8 学校の新設・統廃合」にて管理を行うこと

とする。 

 

1.2.8 学校の新設・統廃合 

（Ｎｏ．５７，５８） 

【実装すべき機能】 

新設校・廃校の設定ができること。新設校・廃校による学区の設定ができ

ること。 

 

【考え方・理由】 

新設校の追加、廃校の削除、学区変更による異動履歴の記録を伴う一括更

新を行う機能が必要であるため。 

 

1.2.9 コード・パラメータ管理 

（Ｎｏ．１９４、２６３、２６４、２６５） 

【実装すべき機能】 

以下の項目について、コードと名称を任意に設定し編集できること。 

・保護者と児童生徒との関係（児童生徒に対する保護者の続柄を管理 
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例：父、母など） 

・性別 

・国籍 

・支援対象者区分 

・学年 

・小、中学校区 

・学校選択制の範囲 

・学校名、設置者名、学校住所、学校電話番号 

・学級区分 

・学齢簿変更事由 

・就学校変更事由 

・区域外就学事由 

・就学猶予事由 

・就学免除事由 

・不就学理由 

・原級留置理由 

 

【実装してもしなくても良い機能】 

コード・パラメータ管理の情報として有効期間を有し、該当期間時点のマ

スタ・パラメータを参照できること。 

 

以下の項目について、コードと名称を任意に設定し編集できること。 

・就学校変更区分 

・就学校変更不許可理由 

・区域外就学区分 

・区域外就学不許可理由 

 

【考え方・理由】 

保護者の続柄については、住民記録情報の続柄とは異なり、保護者と児童

生徒との関係（児童生徒に対する保護者の続柄を管理 例：父、母など）を

学齢簿情報として管理する必要がある。 

学校名については、令和２年 12 月 22 日に文部科学省より「学校コードの

取り扱いについて」が公開されており、全国全ての学校に一意のコードを設

定し、横断的に管理できる仕組みを構築しており、これらを活用すべきとご
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意見をいただいた。ご意見を踏まえ、学校コードについては、本コードを使

用することとする。 

中間標準レイアウト仕様にて定義されているコードについては、学齢簿シ

ステムとして変更は行わず、定義されている内容を利用すること。 

学区、学校名など、変更となる可能性がある項目について、必要に応じて

有効期間を設定することで、変更が生じた際に変更前後の印刷に対応するこ

とが可能となる。 

 

1.2.10 帳票管理 

（Ｎｏ．１８８、２０２、２６８） 

【実装すべき機能】 

以下の保護者宛て通知書等の印字内容をマスタ管理し、任意に設定し編集

できること。 

・帳票タイトル 

・通知文 

・様式番号 

・公印有無 

・公印の種類の設定（教育長印、職務代理者印、教育委員会印など） 

・認証者肩書 

・認証者 

 

【考え方・理由】 

自治体ごとに保護者宛て通知書等については、帳票タイトル、通知文、公

印有無に違いがあり、運用に合わせて変更できることが望ましい。 

通知書のタイトルは「入学通知書」、「小学校入学通知書」、「入学のお知ら

せ」など現状に合わせて、帳票の用紙サイズに文字数の制限はあるが、任意

に編集できること。通知文についても、担当者が自由に変更可能であること。 

帳票タイトル、通知文及び様式番号については、管理項目とせずに帳票の

ひな型ファイルを直接編集する等のセットアップ作業で対応でも可とする。 

公印については、認証者と合わせて保護者宛て通知書等ごとに設定可能で

あること。 

 

1.2.11 健康診断通知書管理 

（Ｎｏ．１４０、１４４、２６９） 
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【実装すべき機能】 

健康診断の実施情報について、学校ごとに以下の項目を管理し、健康診断

通知に印字できること。 

・実施日時 

・実施場所 

・受付開始／終了時間 

 

【考え方・理由】 

健康診断通知書を出力する際、学校ごとに印字内容を切替える必要がある

ため。 

 

1.2.12 入学通知書管理 

（Ｎｏ．１４６、１４７、２７０、２７１） 

【実装すべき機能】 

学校ごとに以下の項目を管理し、小学校入学通知書及び中学校入学通知書

に印字できること。 

・入学期日 

・入学式年月日 

・入学式開始時間 

・受付開始／終了時間 

・備考 

 

【考え方・理由】 

入学通知書を出力する際、学校ごとに印字内容を切替える必要があるため。  
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2 検索・照会・操作 
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2.1 学齢簿関連データ 
2.1.1 検索機能 

（Ｎｏ．８８） 

【実装してもしなくても良い機能】 

システム利用者（ID 単位）ごとに、一度検索ダイアログ等で設定した値

（検索履歴）については、自動的にその設定値が、一定の件数保存されるこ

と。 

また、それら検索履歴を選択することにより、同じ条件による再検索及び

検索履歴を活用した新たな検索にも対応できること。 

 

【考え方・理由】 

検索結果の保存は有効であると考えるが、検索条件の保存については、使

用頻度が少ないと想定されるため、実装してもしなくても良い機能とした。 

 

2.1.2 検索文字入力 

（Ｎｏ．８０、８１、８２） 

【実装すべき機能】 

フリガナを登録している場合は、カタカナで入力及び検索できること。 

 

以下のあいまい検索ができること。 

  ・清音、濁音、半濁音による違いを無視できること。 

   例 「ヂ」と「ジ」、「ズ」と「ヅ」、「ワ」と「ハ」、「ヴァ」と「バ」、

「ヴィ」と「ビ」、「ヴ」と「ブ」、「オ」と「ヲ」、「ヒ」と「ピ」 

  ・拗音、促音の小文字と大文字による違いを無視できること。 

   例 「ッ」と「ツ」、「ャ」と「ヤ」、「ュ」と「ユ」、「ョ」と「ヨ」 

  ・氏名（カナ）等で文字列一致検索（完全一致・部分一致）ができる

こと。 

  ・名（氏名の名）のみの検索ができること。 

  ・氏と名との間のスペースを無視した検索ができること。 

  ・氏名フリガナ検索について、２文字目以降が「ウ」の場合で、その

直前の文字が「オ段」の場合、「ウ」を「オ」に変換して検索できる

こと。 
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  ・長音の有無を無視できること。 

  ・入力ゆらぎ対応として、「ー(全角長音)」と「―(全角ダッシュ)」と

「－(全角マイナス)」と「‐(全角ハイフン)」、「ｰ(半角長音)」と「-

(半角ハイフン、マイナス)」、「全角スペース」と「半角スペース」

を区別せず検索条件として指定でき両方が該当として処理される

こと。 

・検索文字から、異体字や正字も包含した検索ができること。 

 例：検索文字の例 

「辺」で検索時は「邊」、「边」、「邉」、「𨘢」等、 

「浜」で検索時は「濱」、「頻」、「濵」、「滨」等、 

「藤」で検索時は「䕨」、「籘」、「籐」等が検索対象文字となる。 

・外字を登録する際に、異体字を合わせて登録した場合は、それも包

含して検索できること。 

 

   なお、一般市町村においては、あいまい検索の機能として異体字検索は、

実装してもしなくても良い機能とした。 

 

【実装しない機能】 

（株）や（有）等の記号を入力及び検索できること。 

 

【考え方・理由】 

   検索文字入力については、「住民記録システム標準仕様書」に準拠する。 

 

2.1.3 基本検索 

（Ｎｏ．７５、７６，７７、７８、７９、８３、８４、８５、８６、８７、８９、９

０） 

【実装すべき機能】 

氏名（漢字・アルファベットを含む）・カナ氏名・生年月日（西暦・和暦）・

性別・住所・宛名コード・世帯番号・就学校名・学年から検索できること。 

上記項目に関し、未就学児・児童生徒・保護者（保護者の場合は、就学校

名、学年を除く）によらず検索ができ、複数項目による複合検索もできるこ

と。 

外字検索、検索文字選択のためのサポート機能が提供されていること。具

体的には外字を選択するための手書き入力、手書き入力による文字選択等が



 

 

93 / 329 

想定されるが、具体的な実装方法は規定しない。 

また、西暦と和暦はそれぞれ対応する年に置き換えた検索ができること。 

検索により該当した情報の一覧表示できること。 

検索結果が設定件数を超えるとメッセージが表示されること。 

過去の検索結果履歴から選択することにより対象者の照会ができること。 

 

【実装してもしなくても良い機能】 

入学年月日、卒業年月日、異動日、クラス、保護者電話番号、学区、旧姓、

旧住所を指定して検索できること。 

生年月日の検索について、生年月日が不詳であることも考えられるため、

「年」のみの検索、「年月」のみの検索が可能であること。 

学齢簿の状態（入学前、就学中、卒業、不就学等）を指定して検索ができ

ること。 

就学校変更の許可期限が終了する児童生徒を検索できること。 

検索結果を降順、昇順に並び替えることができること。 

検索により該当した情報を選択した場合、該当者の属する世帯構成員の一

覧表示ができること。 

 

【実装しない機能】 

検索結果を表示している状態で、検索条件を加えての再検索（絞込み）が

できること。 

兄弟姉妹の検索ができること。 

 

【考え方・理由】 

検索項目については検索ニーズが高い住民基本台帳情報を実装すべき機

能とした。また、就学校名・学年については、就学事務システム(学齢簿編製

等)として検索ニーズが高いと判断し、実装すべき機能とした。 

住民記録システムにて生年月日不詳での登録が可能となっていることか

ら、不詳検索を実装してもしなくても良い機能とした。 

該当者の属する世帯構成員の一覧表示については、検索結果から遷移した

画面（照会画面等）で世帯構成員の一覧が確認できれば良いので、実装して

もしなくても良い機能とした。 

「検索結果を表示している状態で、検索条件を加えての再検索（絞込み）

ができること。」のような絞込み検索については、複数条件検索ができるの
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であれば不要。 

兄弟姉妹の検索は、該当者の属する世帯構成員の一覧表示で確認ができる

ため。 

また、「メニューに戻ったり、画面を切り替えることなく、基本画面にて

照会、異動、発行の操作が連続してできること。」は、操作性に関する要件

であるため、標準仕様書には記載しない。 
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2.2 照会 
2.2.1 学齢簿照会 

（Ｎｏ．９０、９１、９２、９３、９４、９５、９６、９７、９８、９９、１０１、

１０２、１０４） 

【実装すべき機能】 

個人を特定した後に、入学前、就学中、卒業、不就学等に関わらず該当者

の学齢簿情報（1.1（学齢簿関連データで管理の情報））を照会できること。 

学齢簿の状態（入学前、就学中、卒業、不就学等）が明示されること。 

就学校と学区が違う場合は、明示されること。 

兄弟姉妹の照会を切替えられること。 

 

【実装してもしなくても良い機能】 

「新年度」、「現年度」の情報をボタンで相互に照会できること。 

 

【実装しない機能】 

健康診断受診予定校及び実際に受診する学校の記録ができること。 

 

【考え方・理由】 

「新年度」、「現年度」の相互照会については、異動履歴画面からの展開も可

能であるため、実装してもしなくても良い機能とした。 

健康診断受診予定校及び実際に受診する学校の記録は、通知書上の印字項目

とするが管理項目とはしないため、実装しない機能とした。 

 

2.2.2 世帯員照会 

（Ｎｏ．９０、１０６、１０８） 

【実装すべき機能】 

学齢簿の登録において、該当の児童生徒の世帯構成が一覧で参照できるこ

と。また、海外に転出した場合の確認及び住民基本台帳の抹消状況が確認で

きること。 

 

【考え方・理由】 

同一世帯員の住民記録情報や兄弟姉妹の学区情報、保護者の設定確認、世
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帯内の異動状況など、一度の操作で確認できることで事務の効率化を図れる。 

 

2.2.3 異動履歴照会 

（Ｎｏ．１０７、１０９、１１０） 

【実装すべき機能】 

個人を特定した後に、1.2.1（データ変更記録の管理）に規定する児童生徒

の異動履歴を一覧形式で照会できること。 

また、異動履歴一覧から選択した時点の学齢簿情報を照会できること。 

 

【考え方・理由】 

1.2.1（データ変更記録の管理）に規定する異動履歴を照会する。 

入力の経緯等の確認の際に、入力場所がすぐ把握できるようにするため、

入力場所の履歴照会機能は必要。 

また、過去の異動履歴を短時間で確認することができ、業務効率に繋げる

ことができる。異動履歴を時系列に表示することで経緯が判別できるように

する。 

 

2.2.4 通知書発行履歴照会 

（Ｎｏ．５３） 

【実装すべき機能】 

個人を特定した後に、1.2.6（通知書発行履歴の管理）に規定する通知書の

発行履歴について、照会できること。 

 

【考え方・理由】 

通知書の発行状況の確認を行う上で必要となる。 

 

2.2.5 漢字文字の照会等 

（Ｎｏ．５９） 

【実装すべき機能】 

漢字文字の照会については、拡大して照会ができること。 

 

【実装してもしなくても良い機能】 

漢字文字の入力については、拡大して入力ができるとともに、文字コード
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の照会ができること。 

 

【考え方・理由】 

漢字文字の拡大表示については、複数の自治体よりニーズがあるため必要と

する。 

文字コードの照会や拡大しての入力は、就学事務システム(学齢簿編製等)の

業務観点から、実装してもしなくても良い機能とした。 

 

2.2.6 支援対象者照会 

（Ｎｏ．６０、１２３、２８９，２９０） 

【実装すべき機能】 

照会した該当者の学齢簿情報を確認する場合において、支援対象者である旨

が明示的に確認でき、1.1.9（支援対象者関連データの管理）に規定する支援対

象者の詳細情報が確認できること。 

通知書等を即時発行及び一括発行する際は、支援対象者の住所を非表示にす

る制御が可能であること。また、通知書等の発送者一覧は、支援対象者である

旨が明示的に確認できること。 

加害者である場合、その旨に気づけること。 

 

【考え方・理由】 

支援対象者を保護し加害者等に対して誤って支援対象者に関する通知書等

を発行することを防止するため、学齢簿情報を照会する場合において、支援対

象者であることを確認できる必要がある。 

支援対象者の就学事務システム(学齢簿編製等)での扱いについては、該当者

である旨を画面に表示するもの、住所を非表示とするもの、メモ情報として管

理するものなどベンダ毎に機能が異なる。何れかの方法で該当者の照会及び通

知書等の誤った発送が抑止できる機能を必要とする。 
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2.3 操作 
2.3.1 キーボードのみの画面操作 

（Ｎｏ．２４７） 

【実装してもしなくても良い機能】 

端末のセキュリティを確保しながら、キーボードのみでも画面操作が可能

であること。 

 

【考え方・理由】 

就学事務システム(学齢簿編製等)は、住民記録情報との連携を基本として

おり、文字の入力量は多くなく画面操作の処理速度向上には繋がらないと想

定するため、実装してもしなくても良い機能とした。 
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3 抑止設定 
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3.1 異動・発行・照会抑止 

（Ｎｏ．２４８、２４９） 

【実装すべき機能】 

支援対象者に対する抑止、操作権限管理（7.3 参照）に記載の排他制御に

対する抑止、その他の抑止を管理できること。 

住民記録システムに登録された支援対象者に対する抑止設定を参照し、異

動入力・通知書発行、照会などの処理ごとに抑止（エラー、またはアラート）

が表示されること。 

各抑止機能について、異動入力、通知書発行、照会などの処理ごとに、個

人及び世帯単位で、抑止（エラーとして処理不可、アラート表示を行うが処

理可又は特段の制御を行わず処理可）の開始日及び終了日設定が可能である

こと。抑止が終了していない者について、抑止の一時解除ができること。 

一時解除後、一定時間経過後に自動で抑止状態に戻ること。 

抑止状態に戻るまでの時間を設定できること。 

抑止・解除、又は一時解除できる権限は個別に設定できること。 

なお、抑止の終了日を経過しても、抑止は自動的に終了しないこと。 

検索結果の表示の際、抑止対象であることが明らかとなること。 

抑止については１名の者に対して複数設定することができ、設定ごとに、

抑止する処理・抑止レベル（エラー・アラート）の設定ができること。 

 

【考え方・理由】 

抑止設定及び解除については、個人単位又は世帯単位いずれにも対応でき

ることとし、市町村が選べるようにすることとした。 

また、「住民記録システム標準仕様書「3.1（異動・発行・照会抑止）」」を

参照し、１名の者に対して、抑止事由を複数設定する場合があるとの意見を

踏まえ、複数設定できる機能を設けることとした。 
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4 学齢簿管理 
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4.1 新規就学者登録 
学校教育法、学校教育法施行令及び学校教育法施行規則に基づく新規就学

者の学齢簿への記載等に関する機能のうち、新規就学者登録について記載す

る。 

4.1.1 新就学者一括登録 

4.1.1.1 新就学者一括登録 

（Ｎｏ．１３５） 

【実装すべき機能】 

新規就学者の学齢簿への記載の処理が行えること。 

また、住民記録情報（日本国籍を有する者の住民データ・外国籍を有する

者の住民データ）から記載事項を自動的に反映し、学齢簿に一括登録ができ

ること。ただし、住民登録外者など自動判定が不可能な場合は、各項目の登

録も可能であること。 

自動反映によるエラーや論理的には成立するが特に注意を要するものが

ある場合はアラートを表示し、権限者によって確認・修正・追記が行えるこ

と。 

 

【考え方・理由】 

学校教育法施行令第 1 条第 1 項において、「当該市町村の区域内に住所を

有する学齢児童及び学齢生徒について、学齢簿を編製しなければならない。」、

第 1 条第 2 項において、「学齢簿の編製は、当該市町村の住民基本台帳に基

づいて行なうものとする。」とされているものである。 

小学校に入学予定である新就学者の判定においては、住民記録情報の生年

月日より判断することで一括作成できる。また、一括で学齢簿を作成する場

合は、学齢簿情報のうち設定可能な管理項目を自動反映させることで、手作

業による入力作業を軽減させること。 

 

4.1.1.2 学区 

（Ｎｏ．１３５） 

【実装すべき機能】 

住民記録情報（日本国籍を有する者の住民データ・外国籍を有する者の住

民データ）の住所コード、行政区（地域、地区、自治会）コード、番地から
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自動的に判断して学区が設定できること。学区は小学校と中学校で区別して

管理ができること。また、自動的に判断した学区の変更ができ、自動的に判

断できなかった学区については入力によって設定ができること。 

 

【考え方・理由】 

学校教育法施行令第 1 条第 1 項において、「当該市町村の区域内に住所を

有する学齢児童及び学齢生徒について、学齢簿を編製しなければならない。」、

第 1 条第 2 項において、「学齢簿の編製は、当該市町村の住民基本台帳に基

づいて行なうものとする。」とされているものである。 

このことから、住民記録情報（日本国籍を有する者の住民データ・外国籍

を有する者の住民データ）から学区を自動判定し、学齢簿に反映させること

ができる。 

また、「学区が未設定である児童生徒に関し、学区不明者名簿を出力でき、

チェックが可能であること。」は、ＥＵＣ機能で代用することとした。 

 

4.1.1.3 保護者 

（Ｎｏ．６９、７０，１１８、１３５、２３２、２３３） 

【実装すべき機能】 

住民記録情報（日本国籍を有する者の住民データ・外国籍を有する者の住

民データ）から自動的に判断して保護者が設定できること。ただし、同一世

帯に保護者が存在しない場合の別世帯からの登録や外国籍を有する児童生

徒の保護者も任意に設定が可能であること。 

なお、保護者認定申立による代理保護者が申請された場合も登録ができる

こと。 

保護者が未設定である児童生徒に対し、手入力による登録を行うため、保

護者警告チェックリストで確認ができること。また、全体チェック用として

保護者情報チェック一覧表が出力できること。 

保護者警告チェックリスト、保護者情報チェック一覧表は、全件を指定す

るか、異動日範囲や処理日範囲を抽出条件にを指定して出力できること。ま

た、出力順は、出力項目をパターン化し、出力順パターンの中から選択でき

ること。 

 

【考え方・理由】 

学校教育法施行令第 1 条第 1 項において、「当該市町村の区域内に住所を
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有する学齢児童及び学齢生徒について、学齢簿を編製しなければならない。」、

第 1 条第 2 項において、「学齢簿の編製は、当該市町村の住民基本台帳に基

づいて行なうものとする。」とされているものである。 

このことから、住民記録情報（日本国籍を有する者の住民データ・外国籍

を有する者の住民データ）の続柄、世帯主などの情報から保護者を自動特定

し、学齢簿に反映させることができる。 

保護者については、登録状況確認が必要であることから各チェック表から

確認することとした。 

なお、有識者検討会において、保護者の自動設定はいくつものパターン

（例：世帯主・続柄・筆頭者）があり、保護者を特定する条件のパターン化

と判定の優先順位設定を市町村で設定できることが望ましいとの意見をい

ただいた。 

 

4.1.1.4 入学予定者の個別登録 

（Ｎｏ．１０１，１１６，１１７） 

【実装すべき機能】  

新就学者の一括登録とは別に、入学が予定されている児童生徒を学齢簿に

登録ができること。 

任意の学年を入力できること。また、入力補助として生年月日から学年を

自動算出し、設定ができること。 

 

【考え方・理由】 

新就学者の一括登録後、住民登録外者や転入者など追加で学齢簿を登録す

る必要がある場合に個別登録を行う。 

 

4.1.1.5 就学予定者の確認 

（Ｎｏ．１５４） 

【実装すべき機能】  

新就学者の一括登録後、小学校就学予定者一覧が出力できること。 

 

【考え方・理由】 

新就学者の一括登録後、学齢簿を新規に作成した就学予定者の確認を行う。

また、庁内連絡用や学校への連絡用として利用するため。 

小学校就学予定者一覧を出力する際、事務処理の効率化を考慮し、学校で
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の絞り込みができ、出力順は、出力項目をパターン化し、出力順パターンの

中から選択できること。 

 

4.1.2 新就学者確定 

4.1.2.1 入学確定処理 

（Ｎｏ．１５９、１６０） 

【実装すべき機能】 

小学校入学対象者に対して指定した入学年月日を一括登録できること。た

だし、入学予定者のうち転出等の異動があった場合は、入学確定処理は行わ

ないこと。 

 

【考え方・理由】 

入学予定者を新１年生として登録するために一括処理は必要である。また、

確定すべき内容を手入力した場合、作業量の増加が見込まれ、一括登録を行

うことで作業軽減が可能となる。 

 

4.1.2.2 学年 

（Ｎｏ．１１７、１６０） 

【実装すべき機能】 

住民記録情報（日本国籍を有する者の住民データ・外国籍を有する者の住

民データ）の生年月日から自動的に判断して、学年が自動設定できること。

また、学齢簿側で入力された生年月日からでも学年の自動計算ができること。 

 

【考え方・理由】 

学校教育法施行令第 1 条第 1 項において、「当該市町村の区域内に住所を

有する学齢児童及び学齢生徒について、学齢簿を編製しなければならない。」、

第 1 条第 2 項において、「学齢簿の編製は、当該市町村の住民基本台帳に基

づいて行なうものとする。」とされているものである。 

また、全員の学年を手入力した場合は作業量の増加が見込まれるため、職

員の負荷軽減のため、自動計算による判定を実装すべき機能とした。 

 

4.1.2.3 小学校入学者名簿 

（Ｎｏ．１５４、１５６、１５８、２２９、２３０） 
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【実装すべき機能】 

学校や学年を抽出条件に指定した小学校入学者名簿が作成・出力できるこ

と。また、出力順は、出力項目をパターン化し、出力順パターンの中から選

択できること。 

全件リストについては、XLSX 形式又は CSV 形式により出力できること。

（EUC 機能でも可） 

 

【考え方・理由】  

庁内連絡用及び学校連絡用として名簿を出力する必要があるため。また名

簿情報はデータでの確認及び庁内での受け渡しが発生することが想定され

るため電子データでの出力も必要機能とする。 

また、「就学前幼児名簿、就学予定中学校一覧、国・私立入学者名簿につ

いて、次年度小中学校入学予定者について、小中区分選択ができること。学

校ごとに選択、出力ができること。」は、ＥＵＣ機能で代用することとした。 
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4.2 学齢簿異動 
学校教育法、学校教育法施行令及び学校教育法施行規則に基づく新規就学

者の学齢簿への記載等に関する機能のうち、学齢簿異動について記載する。 

4.2.1 転入学・編入学、新就学者異動 

4.2.1.1 転入者・編入者の異動 

（Ｎｏ．６１、６２、６３、６４、６５、６８、６９、１１７、１２５、１６６、１

６７、１６８、１７９） 

【実装してもしなくても良い機能】 

転入者・編入者の学齢簿は、住民記録情報の異動情報から自動的に作成で

きること。一括作成しない場合は対象者を一覧表示した後、該当者を選択す

ることで個別に反映することができること。また、住民記録情報の異動事由

によって自動反映の有無を選択できること。 

自動反映によらず個別での登録も可能とする。 

異動時には保護者の自動設定、学区の自動設定、学年の自動設定ができ、

履歴を作成すること。 

 

【実装してもしなくても良い機能】 

学校から転入報告をＣＳＶで受け取り、システムに取り込むことができる

こと。 

 

【考え方・理由】 

学校教育法施行令第 1 条第 1 項において、「当該市町村の区域内に住所を

有する学齢児童及び学齢生徒について、学齢簿を編製しなければならない。」、

第 1 条第 2 項において、「学齢簿の編製は、当該市町村の住民基本台帳に基

づいて行なうものとする。」とされているものである。 

また、住民記録情報で異動となった児童生徒又は保護者の情報を学齢簿に

反映させる必要があるため。 

ただし、住民記録情報での異動をすべて反映する必要がないため、予め異

動事由を選択できる機能を有し、必要な異動情報のみを自動反映することで

確認作業の時間短縮が可能となる。また、有識者検討会では住民記録情報と

の連携については市町村で差があるため、権限者によるパラメータ設定によ

り連携内容を設定できることが望ましいとの意見もいただいた。 
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転入報告をＣＳＶデータで受け取りができる機能は、教育委員会に届け出

た日と実際に入学した日が違うケースが想定されることから、学校からの情

報による取り込み機能が必要である市町村も存在するため、実装してもしな

くても良い機能とした。学校との連携については、今後も検討が必要である

ため継続課題とする。また、組合立など複数の自治体に跨る学校の連携につ

いても同様である。 

 

4.2.1.2 二重登録 

（Ｎｏ．１７０、１７１） 

【実装すべき機能】 

再転入や帰化、住民登録外者から住民登録となった場合、過去の情報と新

しい情報の２つのデータを同一人物としてチェックする機能を備え、二重登

録と判断した場合は１つの学齢簿に統合することができること。 

また、同一人リストが出力できること。 

 

【考え方・理由】 

再転入などにより学齢簿上で別人扱いとなり、同一人物の履歴として管理

できないため。 

本来、再転入者は住民記録情報で当該市町村転出時の宛名コードを使用す

ることで二重登録を防ぐことが可能であるが、二重登録となってしまった場

合の考慮が必要となるため、就学事務システム(学齢簿編製等)側で１つの学

齢簿に統合する機能が必要である。 

また、二重登録されてしまった場合のチェックとして、同一人リストによ

り二重登録を防ぐことができる。 

同一人物としてチェックする項目は、カナ氏名・生年月日・性別で候補者

を選定するが、チェックする項目を自由に選択できることが望ましい。 

 

4.2.1.3 転入学の通知 

（Ｎｏ．１６６、１７２、１７３、１７４、１７５、１７６、１８９、１９０） 

【実装すべき機能】 

児童生徒の転入があった場合、学齢簿の登録を行った後、転入学通知書の

出力ができること。また、転入学通知書の出力は転入処理を行った窓口でも

即時発行ができること。 

また、就学指定校と就学校が相違した状態であっても強制的に転入学通知
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書が出力できること。 

紛失等による保護者からの申出により、再発行も可能であること。 

 

【考え方・理由】 

学校教育法施行令第 6 条において準用される第 5 条に基づいて、「保護者

に対し、速やかに、小学校、中学校又は義務教育学校の入学期日を通知しな

ければならない。」とされているものである。 

転入学通知書は保護者向けと学校向けに通知が必要とされており、保護者

向けには転入手続きにおいては、来庁された際に渡す事務手順となっている

場合、転入受付窓口での発行が有効である。ただし、学校選択制を採用して

いる市町村においては就学する学校の希望を受けて手続きを行う必要があ

るため、転入受付窓口での即時発行はできないことの考慮が必要である。 

「就学指定校と就学校が相違した状態で強制的に転入学通知書を出力し

た場合、その履歴を削除できること。」は、操作性に関する要件であるため、

標準仕様書には記載しない。 

 

4.2.1.4 編入学の通知 

（Ｎｏ．１７８） 

【実装してもしなくても良い機能】 

児童生徒の編入があった場合、学齢簿の登録を行った後、編入学通知書の

出力ができること。 

 

【実装しない機能】 

海外からの一時帰国や、外国籍を有する児童生徒の仮入学（体験入学）は、

正規の就学とは区分を分け、仮入学についてもＤＢに登録し、通知書等を出

力できること。 

 

【考え方・理由】 

日本国籍を有する学齢児童生徒が帰国した場合、その時点からその保護者

には就学義務が課せられることとなり、住所地の教育委員会は住民基本台帳

に基づいて学齢簿を編製し、保護者に対して就学すべき学校の指定・編入学

期日を通知することとしている。 

外国からの帰国等により新たに住民票を登録する場合など、転入元が日本

でないことから編入学を行うことになる。この場合、編入学通知書を用いて
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入学を許可する市町村があったが、ヒアリング調査の結果、転入学通知書に

て代用しているとの回答が多数あったことから、実装してもしなくても良い

機能とした。 

仮入学については、法令上規定されていないため、実装しない機能とした。 

 

4.2.2 学齢簿の記載事項等の変更 

4.2.2.1 住民基本台帳異動の自動反映 

（Ｎｏ．６１、６３、６４、６５、６８、６９、１２５、１３４、１６６、１６７、

１６８） 

【実装してもしなくても良い機能】 

住民記録情報に異動があった場合、住民記録情報より自動で反映できるこ

と。自動反映しない場合は対象者を一覧表示した後、該当者を選択すること

で個別に反映することができること。また、住民記録情報の異動事由によっ

て自動反映の有無を選択できること。 

異動時には保護者の自動設定、学区の自動設定ができ、履歴を作成するこ

と。 

 

【考え方・理由】 

学校教育法施行令第 1 条第 1 項において、「当該市町村の区域内に住所を

有する学齢児童及び学齢生徒について、学齢簿を編製しなければならない。」、

第 1 条第 2 項において、「学齢簿の編製は、当該市町村の住民基本台帳に基

づいて行なうものとする。」とされているものである。 

また、住民記録情報で異動となった児童生徒又は保護者の情報を学齢簿に

反映させる必要がある。ただし、住民記録情報での異動をすべて反映する必

要がないため、予め異動事由を選択できる機能を有し、必要な異動情報のみ

を自動反映することで確認作業の時間短縮に繋げることが可能となる。なお、

有識者検討会では住民記録情報との連携については市町村で差があるため、

権限者によるパラメータ設定により連携内容を設定できることが望ましい

との意見もいただいた。 

自動反映できなかった管理項目をチェックするにあたり、学齢簿・住基差

異チェックリストで確認して修正する手続きとする。 
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4.2.2.2 住基異動者の確認 

（Ｎｏ．１６７、１６８、１６９、２２４） 

【実装すべき機能】 

児童生徒又は保護者に係わる住基異動者リストが出力できること。 

指定した年月日の範囲に異動があったものを対象として、住基異動者リス

トを作成できること。また、外国籍を有する児童生徒又は保護者については、

日本国籍を有する児童生徒又は保護者とは分けて出力することができるこ

と。 

出力対象は、住民記録システムの異動事由ごとに出力有無を設定可能とす

ること。 

XLSX 形式、CSV 形式により出力できること。（EUC 機能でも可） 

 

【実装してもしなくても良い機能】 

身元引受人に係わる住基異動者リストが出力できること。 

 

【考え方・理由】 

転入者、転出者や転居者などの異動情報を把握し、学齢簿の異動処理を行

うために必要な確認リストである。また、確認作業は随時行うことが理想で

あるが、業務都合で月に１度などの事務スケジュールで作業を行う市町村も

あるため、異動日付の範囲指定など抽出条件が選択できることが望ましい。 

出力対象は、住民記録システムの異動事由ごとに出力有無を設定可能とす

ることで、学齢簿に影響を及ぼさない異動事由を除外することが可能となり、

事務効率の向上に繋がるため。 

 

4.2.2.3 学齢簿記載内容の変更 

（Ｎｏ．６６、６７、１０３、１１１、１１２、１１３、１１４、１１５、１１６、

１１９、１２０，１２１、１２２、１２５、１３１、１３２、１６３、１６６、１６

７、１６８、１６９、１７２、１９１） 

【実装すべき機能】 

学齢簿に記載された内容は任意に変更できること。また、年度途中でも保

護者の変更や転学等の情報を変更できること。 

学齢簿の記載内容に変更があった場合、異動通知書及び学齢簿異動者一覧

が出力できること。また、異動入力した内容の履歴情報も作成・管理ができ

ること。 
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異動日範囲や処理日範囲を抽出条件に指定して異動通知書及び学齢簿異

動者一覧を一括出力できること。また、出力順は、出力項目をパターン化し、

出力順パターンの中から選択できること。 

備考は最新のデータにて管理できること。 

 

【実装しない機能】 

任意の項目を登録でき、項目タイトルを自由にカスタマイズできること。 

 

【考え方・理由】 

学校教育法施行令第 3 条において、「新たに学齢簿に記載をすべき事項を

生じたとき、学齢簿に記載をした事項に変更を生じたとき、又は学齢簿の記

載に錯誤若しくは遺漏があるときは、必要な加除訂正を行わなければならな

い。」とされているものである。そのため、登録された学齢簿情報は、任意

に変更できる機能は必須である。ただし、変更処理を操作できるのは許可さ

れた権限者のみとする。 

学齢簿異動者一覧は異動者の確認や学校への連絡に使われており、必要機

能とし、人口規模や異動件数を考慮して一括出力機能があると望ましい。 

任意項目の登録については今回の標準化に伴い、追加項目は発生しないた

め、実装しない機能とした。 

「異動処理を行う場合、異動事由メニューから選択して操作できること。」

は、操作性に関する要件であるため、標準仕様書には記載しない。 

 

4.2.2.4 学齢簿の消除 

（Ｎｏ．１１５、１２４、１６７、１６８、１７２、１８０） 

【実装すべき機能】 

転出等により学齢簿が消滅する場合、在籍していた学校向けに異動通知書

の出力ができること。また、保護者用と学校用の２種類の出力が可能である

こと。 

 

【実装しない機能】 

転出等により学齢簿が消滅する場合、在席していた学校向けに除籍報告 

書を出力できること。 

 

【考え方・理由】 
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転出時の異動通知書は市町村によって運用が様々であることから、保護者

に渡し、在席している学校へ提出する運用と、市町村から直接学校へ提出す

る運用に分かれるため、宛先を 2 つ準備すること。保護者が在籍校に提出す

る場合は、学校より在籍証明書等の書類を受け取り、新しい学校へ申請する

ことで就学手続きを行うことになる。 

また、学校宛て除籍報告書は異動通知書で代用できるため、実装しない機

能とした。 

 

4.2.2.5 不就学・猶予・免除 

（Ｎｏ．２１９、２２０、２２１、２２２、２２３） 

【実装すべき機能】 

不就学、就学義務の猶予又は免除に関する情報の登録・変更・照会ができ

ること。 

出席の督促についても督促履歴の登録・修正・照会ができること。 

また、就学義務猶予の事由が消失した場合、転入学通知書を出力できるこ

と。 

 

【考え方・理由】 

外国籍を有する者の就学促進について、文部科学省より令和２年７月１日

「外国人の子供の就学促進及び就学状況の把握等に関する指針の策定につ

いて」が通知されるなど、外国籍を有する者のみならず不就学情報の管理が

必要とされているものである。また、就学義務が猶予又は免除される場合と

は、学校教育法第 18 条により、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由

のため就学困難と認められる場合とされており、不就学である状況を学齢簿

で管理する必要がある。就学義務が猶予又は免除される場合とは、学校教育

法第 18 条により、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため就学困

難と認められる場合とされており、不就学である状況を学齢簿で管理する必

要がある。 

また、「児童生徒が特別な理由がなく小学校、中学校等へ就学していない

場合に、就学義務年齢で学籍が付加されていない児童生徒を月例や随時のサ

イクルで抽出できること。」、「不就学児童生徒氏名について、就学義務の猶

予・免除処理を行っている児童生徒が一覧で表示されること。小中学校分が

選択できること。猶予・免除の理由、期間が表示されること。」、「病弱等・重

国籍等により就学義務の猶予・免除中の場合に、都道府県あての通知書が自
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動作成できること。」及び「学齢簿に登録されていない未就学児童生徒を一

覧で出力できること。」は、ＥＵＣ機能で代用することとした。 

 

4.2.2.6 就学の猶予・免除の通知 

 

【実装すべき機能】 

就学困難が認められた児童生徒に対して、就学猶予又は免除することとな

った場合、就学猶予・免除通知書の出力が可能であること。 

 

【考え方・理由】 

学校教育法第 18 条において、「就学困難と認められる者の保護者に対して

は、市町村の教育委員会は、文部科学大臣の定めるところにより、同条第一

項又は第二項の義務を猶予又は免除することができる。」とされていること

から通知が必要である。 

 

4.2.2.7 学校への通知 

（Ｎｏ．１６３、１６６、１６９、１７２、１９１、１９５） 

【実装すべき機能】 

学齢簿の内容に変更があった場合には異動通知書が出力できること。また、

対象範囲は学齢簿に関連する住民記録情報の異動も含むこと。 

異動通知書は一括出力ができること。 

 

【考え方・理由】 

市町村によって通知内容は様々ではあるが、異動があった内容を学校に通

知する必要があるため。また、学齢簿変更通知書との名称で運用している市

町村もあったが、標準化により名称を統一した。 

人口規模や異動件数を考慮して一括出力機能があると望ましい。 

 

4.2.3 学校選択制 

4.2.3.1 学校選択制度 

（Ｎｏ．１３７、１８３） 

【実装すべき機能】 
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学区の自動設定とは別に学校選択機能があること。学校選択制に伴う異動

処理が可能であること。また変更・照会もできること。 

 

【考え方・理由】 

就学校を選択できる制度がある市町村向けに機能が必要であるため。 

また、学校教育法施行規則第 32 条第 1 項において、「就学予定者の就学す

べき小学校、中学校又は義務教育学校（次項において「就学校」という。）を

指定する場合には、あらかじめ、その保護者の意見を聴取することができる。

この場合においては、意見の聴取の手続に関し必要な事項を定め、公表する

ものとする。」とされているものである。 

「学校選択制度による在籍校を選択するときには、画面上で住所から判定

したブロック内の学校を強調表示すること。」は、操作性に関する要件であ

るため、標準仕様書には記載しない。 

 

4.2.3.2 抽選機能 

（Ｎｏ．１８４） 

【実装しない機能】 

学校選択制度による募集数を超過した場合、抽選対応ができること。 

 

【考え方・理由】 

募集人員が超過した場合は抽選を行っているが、抽選基準が市町村で相違

することが考えられるため標準化は見送った。ただし、抽選作業を手作業で

行なうことで高負荷が見込まれるため検討課題とする。 

 

4.2.3.3 学校選択制の案内 

（Ｎｏ．１３８、１３９、２２５） 

【実装してもしなくても良い機能】 

新入学児童生徒を対象にした学校選択制案内書が発行できること。また、

学校選択制案内書発送者一覧が出力できること。併せて、学校選択制調査書

も出力できること。 

学校選択制案内書と調査書は小学校向けと中学校向けに出力できること。 

 

【考え方・理由】 

学校教育法施行規則第 32 条第 1 項において、「就学予定者の就学すべき



 

 

116 / 329 

小学校、中学校又は義務教育学校（次項において「就学校」という。）を指定

する場合には、あらかじめ、その保護者の意見を聴取することができる。こ

の場合においては、意見の聴取の手続に関し必要な事項を定め、公表するも

のとする。」とされており、この制度がある市町村も多数あることから、実

装すべき機能とした。 

小学校選択案内は就学前のため保護者宛てに送付されるが、中学校選択案

内は小学校内で配布されることも想定されるため、分類（例：学校順など）

できる機能が有効である。 

 

4.2.4 就学校の変更 

4.2.4.1 就学校の変更 

（Ｎｏ．１８５、１９２、１９３、１９６、１９７、１９８） 

【実装すべき機能】 

保護者からの申請に伴う、就学校変更に関する異動（登録・変更・照会）

ができること。 

就学校変更理由は、一覧から選択による入力ができること。また、変更し

た履歴を管理できること。 

就学校変更の解除ができること。 

就学校変更申請年月日範囲や就学校変更許可年月日範囲を抽出条件に指

定して就学校変更者一覧が出力できること。また、出力項目をパターン化し、

出力順パターンの中から選択できること。 

 

【考え方・理由】 

学校教育法施行令第 8 条において、「保護者の申立てにより、その指定し

た小学校、中学校又は義務教育学校を変更することができる。この場合にお

いては、速やかに、その保護者及び前条の通知をした小学校、中学校又は義

務教育学校の校長に対し、その旨を通知するとともに、新たに指定した小学

校、中学校又は義務教育学校の校長に対し、同条の通知をしなければならな

い。」とされているものである。 

また、「指定外期間満了者リストについて、指定外就学処理を行っている

児童生徒の抽出ができること。」は、ＥＵＣ機能で代用することとした。 
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4.2.4.2 就学校変更の申請 

（Ｎｏ．１９１） 

【実装すべき機能】 

就学校変更申請書が出力できること。また、就学校変更の申請理由、許可

理由及び許可期間、学校名が管理できること。理由については一覧から選択

ができること。 

 

【実装してもしなくても良い機能】 

審査等で不許可となる場合については、不許可通知書が出力できること。 

 

【考え方・理由】 

学校教育法施行令第 8 条において、「保護者の申立てにより、その指定し

た小学校、中学校又は義務教育学校を変更することができる。」と定められ

ており、これらを追加・変更できる機能が必要である。 

 就学校変更申請書は、保護者に記入していただくことを目的としている

ため、印字内容は出力可能な項目のみとする。 

不許可通知書については、申請許可となってから学齢簿システムの登録を

開始する運用を行っている自治体が多数であることから、実装してもしなく

ても良い機能として整理を行うこととした。 

 

4.2.4.3 許可期間の満了 

（Ｎｏ．１８６、１９１） 

【実装すべき機能】 

就学校変更の許可期間が満了する児童生徒に対して、就学校変更を終了し、

就学指定校に戻る処理ができること。また、就学校変更満了通知書および転

入学通知書が出力できること。 

 

【考え方・理由】 

学校教育法施行令第 8 条において、「保護者の申立てにより、その指定し

た小学校、中学校又は義務教育学校を変更することができる。」と定められ

ており、その許可期間が満了した場合は就学指定校へ就学するため。満了日

が卒業日である場合は除く。 

また、「就学校変更の許可期限が終了する児童生徒を検索できること。」は、

ＥＵＣ機能で代用することとした。 
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4.2.4.4 変更許可の通知 

（Ｎｏ．１８７、１８８、１９１） 

【実装すべき機能】 

就学校変更申請書による届出が許可された場合、就学校変更許可通知書を

出力できること。また、保護者宛て・変更前後の学校長宛てで出力が可能で

あること。 

 

【考え方・理由】 

学校教育法施行令第 8 条において、「保護者の申立てにより、その指定し

た小学校、中学校又は義務教育学校を変更することができる。この場合にお

いては、速やかに、その保護者及び前条の通知をした小学校、中学校又は義

務教育学校の校長に対し、その旨を通知するとともに、新たに指定した小学

校、中学校又は義務教育学校の校長に対し、同条の通知をしなければならな

い。」とされているものである。 

 

4.2.5 区域外への就学 

4.2.5.1 区域外への就学 

（Ｎｏ．１９９、２０３、２０６、２０８、２０９、２１０、２１１、２１４） 

【実装すべき機能】 

区域外就学に伴う異動の登録・変更・照会ができ、区域外就学における管

理項目の修正ができること。また、区域外学校へ就学する児童生徒を管理で

きること。 

併せて、区域外就学申請年月日範囲や区域外就学許可年月日範囲を抽出条

件に指定した区域外就学者一覧、就学校変更者一覧が作成できること。また、

出力順は、出力項目をパターン化し、出力順パターンの中から選択できるこ

と。 

 

【考え方・理由】 

学校教育法施行令第 9 条において、「区域外就学等」の手続きが規定され、

保護者が他の市町村の学校に就学させようとする場合、住所の存する市町村

教育委員会との協議に基づき、他の市町村の教育委員会が受け入れを承諾し

た場合は、就学すべき学校を変更することが可能とされていることから、区
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域外への就学における情報の管理が必要である。保護者が他の市町村の学校

に就学させようとする場合、住所の存する市町村教育委員会との協議に基づ

き、他の市町村の教育委員会が受け入れを承諾した場合は、就学すべき学校

を変更することが可能とされていることから、区域外への就学における情報

の管理が必要である。 

また、区域外就学者一覧は、事務手続き上の確認作業で必要であると判断

した。 

 

4.2.5.2 区域外就学の解除 

（Ｎｏ．２０７） 

【実装すべき機能】 

区域外就学が解除された場合は、解除日の任意入力や備考が入力できるこ

と。また、転入学通知書の出力ができること。 

 

【考え方・理由】 

学校教育法施行令第 9 条において、「区域外就学等」の手続きが規定され

ており、区域外就学途中で保護者からの申出や許可の取り消しを考慮し、実

装すべき機能とした。 

 

4.2.5.3 区域外就学期間の満了 

（Ｎｏ．２００、２１２、２１３、２１５） 

【実装すべき機能】 

区域外就学の期間が満了した等（住民記録情報の異動を伴わない事由）の

場合、区域外就学を終了し、学齢簿の消除もしくは就学指定校に戻る処理が

できること。また、区域外就学更満了通知書および転入学通知書を交付でき

ること。 

 

【考え方・理由】 

学校教育法施行令第 9 条において、「区域外就学等」の手続きが規定され

ているものである。 

また、「区域外就学期間が終了した児童生徒の一覧が画面表示できること。

申請年度・申請事由・就学期間を条件として区域外就学の申請情報を検索し

て一覧が画面表示できること。」は、ＥＵＣ機能で代用することとした。 
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4.2.6 区域外からの就学 

4.2.6.1 区域外からの就学 

（Ｎｏ．１９９、２０６、２０８，２０９、２１０、２１１、２１３、２１４） 

【実装すべき機能】 

区域外就学に伴う異動の登録・変更・照会ができ、区域外就学における管

理項目の修正ができること。また、市町村外から市町村内学校への就学する

児童生徒を管理できること。 

併せて、区域外就学申請年月日範囲や区域外就学許可年月日範囲を抽出条

件に指定した区域外就学者一覧、就学校変更者一覧が作成できること。また、

出力順は、出力項目をパターン化し、出力順パターンの中から選択できるこ

と。 

 

【考え方・理由】 

学校教育法施行令第 9 条において、「区域外就学等」の手続きが規定され

ているものである。また、区域外からの就学となるため市町村では住民票が

無いため、住民登録外者としての学齢簿編製が必要となる。 

区域外就学者と一覧は、市町村外からの就学している児童生徒の確認作業

で必要であるため、実装すべき機能とした。 

 

4.2.6.2 区域外就学の申請 

（Ｎｏ．２０４） 

【実装すべき機能】 

区域外就学申請書の出力が可能であること。また、申請された書類より申

請理由、許可理由及び許可期間、就学校名が管理できること。申請理由につ

いては、一覧から選択ができること。 

 

【実装してもしなくても良い機能】 

審査等で不許可となる場合については、不許可通知書が出力できること。 

申請書を基に予定の入力、承諾書を受けての確定入力のように二段階での

登録ができること。 

 

【考え方・理由】 
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学校教育法施行令第 9 条において、「区域外就学等」の手続きが規定され

ているものであり、市町村外の保護者より区域外就学の申請により学齢簿の

登録を行うことになる。 

また、申請理由は定型化しており一覧から選択することで入力誤りを抑止

できる。 

区域外就学申請書は、保護者に記入していただくことを目的としているた

め、印字内容は出力可能な項目のみとする。 

不許可通知書については、申請許可となってから学齢簿システムの登録を

開始する運用を行っている自治体が多数であることから、実装してもしなく

ても良い機能として整理を行うこととした。 

予定入力と確定入力の二段階登録については、有識者検討会にて、申請管

理はシステムへの登録は行っておらず別途ツールで管理を行っており、承認

後にシステムへの登録を行っているとのご意見をいただいた。一方で大都市

においては、別途ツールでの管理は大変であり、セキュリティーの観点から

も今後はシステム化が望まれるとのご意見をいただいた。これら意見を踏ま

え、自治体規模により管理方法が様々であるため、実装してもしなくても良

い機能として定義することとした。 

 

4.2.6.3 区域外就学協議書 

 

【実装すべき機能】 

市町村外の児童生徒が当該市町村内の学校に就学申請がある場合、相手先

市町村に区域外就学協議書が出力できること。 

併せて、区域外就学承諾書も出力できること。 

 

【考え方・理由】 

学校教育法施行令第 9 条において、「区域外就学等」の手続きが規定され、

保護者が他の市町村の学校に就学させようとする場合、住所の存する市町村

教育委員会との協議に基づき、他の市町村の教育委員会が受け入れを承諾し

た場合は、就学すべき学校を変更することが可能とされていることから、区

域外からの就学における情報の管理が必要である。 

区域外就学協議書と区域外就学承諾書はセットにして相手先市町村へ送

付し、区域外就学承諾書は返信される運用となる。 

なお、区域外就学協議書についてのヒアリング調査では、一部の市町村か
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らは押印行為が必要なため、手作業で行っているとのことであったが、有識

者検討会委員から、押印行為は法令上定められていないことから市町村内の

事務手続きの見直しも検討課題であるとの意見をいただいた。 

 

4.2.6.4 区域外就学許可の通知 

（Ｎｏ．２０１、２０２、２０４） 

【実装すべき機能】 

区域外就学申請に基づき、審査及び協議を経て区域外就学の承諾を得られ

た場合、区域外就学許可通知書が出力できること。また、保護者宛てと就学

校先学校長宛てそれぞれの出力が可能であること。 

 

【考え方・理由】 

学校教育法施行令第 9 条において、「区域外就学等」の手続きが規定され

ているものである。また、保護者及び就学校先学校長への通知をもって、区

域外就学の手続きを完了させる。 

 

4.2.7 国・私立就学 

4.2.7.1 国・私立就学 

（Ｎｏ．２１６、２１７） 

【実装すべき機能】 

国・私立就学の届出に伴う異動の登録・変更・照会ができること。また、

独立行政法人・都道府県立（特別支援学校）・私立通学者など（市町村立学

校の児童生徒以外の市内在住者）についても、管理できること。 

 

【考え方・理由】 

学校教育法施行令第 9 条において、「区域外就学等」の手続きが規定され

ているものである。 

 

4.2.7.2 国・私立就学の届出 

（Ｎｏ．２１７） 

【実装すべき機能】 

保護者より届出があった国・私立の就学校、期間を管理できること。また、

国・私立への就学情報を履歴で管理できること。 
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【考え方・理由】 

学校教育法施行令第 9 条において、「区域外就学等」の手続きが規定され

ているものである。 

 

4.2.7.3 学校への通知 

（Ｎｏ．２１８） 

【実装しない機能】 

市内に住民登録されている児童生徒が国私立小中学校へ就学する場合、学

校宛ての通知書を作成できること。 

 

【考え方・理由】 

学校宛ての通知書は、4.2.2.3（学齢簿記載内容の変更）に記載の異動通知

書にて代用できるため、実装しない機能とした。 

 

4.2.7.4 就学通知書の回収 

（Ｎｏ．１７７） 

【実装しない機能】 

国・私立学校等に就学の申出があった場合に就学通知書を交付せず、回収

入力を行う。 

 

【考え方・理由】 

回収入力については管理項目に定義していないため。また、国・私立入学

許可証の提出を受けることで就学変更や日付の登録を行う運用が可能であ

るため、実装しない機能とした。 

 

4.2.8 進級・卒業 

4.2.8.1 進級・卒業一括処理 

（Ｎｏ．１３６、１６１、１６４） 

【実装すべき機能】 

小学校の進級・卒業および中学校の入学・進級・卒業の一括処理（年次切

替処理）ができること。また、一括更新の際、猶予・免除されていた年数お
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よび原級留置を考慮して進級及び卒業処理から除外できるようにすること。 

 

【考え方・理由】 

作業負荷軽減のため、一括更新機能が必要。また、猶予・免除されていた

年数および原級留置を考慮して進級及び卒業処理から除外できるなどの条

件を付加すること。 

 

4.2.8.2 卒業年月日 

（Ｎｏ．１６４、１６５） 

【実装すべき機能】 

小学校、中学校等の卒業対象者に対して、指定した卒業年月日を一括して

登録できること。 

 

【考え方・理由】 

作業負荷軽減のため一括更新機能が必要であるため。 

また、「卒業生名簿について、小中区分の選択ができること。学校ごとに

出力できること。帳票ごとの通し番号が出力されること。児童生徒氏名、氏

名カナ、生年月日、性別、住所、町内会、学年、保護者氏名、保護者続柄、

備考、外国籍を有する者の場合は国籍が出力されること。」は、ＥＵＣ機能

で代用することとした。 

 

4.2.8.3 原級留置対象者の把握 

（Ｎｏ．１６４） 

【実装すべき機能】 

原級留置対象者一覧が作成できること。 

 

【考え方・理由】 

年次処理において、原級留置対象者を把握することで、学年進級や卒業対

象となっていないことの確認を行うため。 

 

4.2.8.4 中学校入学者名簿 

（Ｎｏ．１５５、２２９、２３０） 

【実装すべき機能】 
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学校や学年を抽出条件に指定した中学校入学者名簿が作成・出力できるこ

と。また、出力順は、出力項目をパターン化し、出力順パターンの中から選

択できること。 

全件リストについては、XLSX 形式又は CSV 形式により出力できること。

（EUC 機能でも可） 

 

【考え方・理由】 

庁内連絡用及び学校連絡用として名簿を出力する必要があるため。また名

簿情報はデータでの確認及び庁内での受け渡しが発生することが想定され

るため電子データの出力も必要である。 

 

4.2.8.5 就学校変更満了日 

（追加） 

【実装してもしなくても良い機能】 

就学校変更を許可された児童生徒の就学校変更の満了日を一括して登録

できること。 

 

【考え方・理由】 

満了日は３月３１日と定められており、規定日として登録ができるため。

また、作業負荷軽減が見込める。 
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4.3 学校の新設・統廃合 
学校教育法、学校教育法施行令及び学校教育法施行規則に基づく新規就

学者の学齢簿への記載等に関する機能のうち、学校の新設・統廃合につい

て記載する。 

4.3.1 学校の新設・統廃合 

4.3.1.1 学校の新設・統廃合 

（Ｎｏ．１８１、１８２、２２５） 

【実装すべき機能】 

新たに新設される学校による就学校の変更があった場合や学校の統廃合

及び再編成があった場合は、学区の登録・変更ができ、該当する児童生徒の

学区を一括更新できること。 

また、新設校・廃校に伴う入学通知書が出力できること。併せて新設校・

廃校に伴う入学通知書発送者一覧が出力できること。 

通知書の種類により、必要に応じ新旧学校名の切り分け印字ができること。 

 

【実装してもしなくても良い機能】 

住居表示等により通学区域の変更があった際に、学区及び学校の変更後の

データを一括で取り込むことができること。 

 

【考え方・理由】 

学校の新設、統廃合及び学区の再編成に伴い、就学校が変更となることが

想定される。その場合、新たな就学先の入学通知書を一括発行する必要があ

るため。一部の市町村では移籍通知書の名称で通知していたが、標準化に伴

い名称を統一した。 

通学区域の変更があるたびに個別に学区及び学校の修正を行うよりも、変

更後のデータを一括で取り込むことで修正時の誤入力等を防ぐことができ

るため、変更後のデータを一括取り込みする機能を実装してもしなくても良

い機能に整理を行うこととした。 
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5.1 通知書等出力 
5.1.1 入学予定通知書 

（Ｎｏ．１５０、１５１、１５２、１５３、２２５） 

【実装すべき機能】 

翌年度に入学が予定されている児童生徒の入学予定通知書が一括出力で

きること。入学予定通知書は小学校向けと中学校向けで抽出・出力ができる

こと。また、入学予定通知書発送者一覧も出力できること。また、出力順は、

出力項目をパターン化し、出力順パターンの中から選択できること。 

対象者を指定した個別発行が可能であること。 

 

【実装してもしなくても良い機能】 

翌年度に入学が予定されている児童生徒のうち就学校変更申請および区

域外就学申請書の手続き未了者に対して督促通知書が出力できること。また、

督促通知書発送一覧も出力できること。 

 

【考え方・理由】 

市町村により対応方法と時期は異なるが、早い時期に入学予定通知書を発

送しているケースがあることから、実装すべき機能とした。特に学校選択制

度を採用している市町村で、学校選択希望調査票を送付するために予定とし

て通知し、就学校が確定した時点で入学通知書を送付している。 

また、「翌年度に入学が予定されている新入学児童生徒の情報を電子媒体

への取り出しができること。」は、ＥＵＣ機能で代用することとした。 

督促通知書は手続き未了者の管理を行うことで、学齢簿の適切な管理と児

童生徒の就学状況を正確に把握することができるため。 

 

5.1.2 学校選択制通知 

（Ｎｏ．１３８、１３９、２２５） 

【実装すべき機能】 

学校を抽出条件に指定して、新入学児童生徒を対象にした学校選択制案内

書が一括出力できること。また、出力順は、出力項目をパターン化し、出力

順パターンの中から選択できること。 

学校選択制案内書発送者一覧が一括出力できること。併せて、学校選択制
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調査書も一括出力できること。 

学校選択制案内書と学校選択制調査書は小学校向けと中学校向けに一括

出力できること。 

学区から「選べる学校制度」に則ったブロック内の選択可能な学校の一覧

を印刷できること。 

対象者を指定した個別発行が可能であること。 

 

【実装しない機能】 

新入学児童生徒を対象にした指定変更許可区域該当通知書対象者名簿、指

定変更許可区域該当通知書対象者名簿兼入学希望学校調査票が発行できる

こと。 

 

【考え方・理由】 

学校教育法施行規則第 32 条第 1 項において、「就学予定者の就学すべき

小学校、中学校又は義務教育学校（次項において「就学校」という。）を指定

する場合には、あらかじめ、その保護者の意見を聴取することができる。こ

の場合においては、意見の聴取の手続に関し必要な事項を定め、公表するも

のとする。」とされているものである。 

小学校選択案内は就学前のため保護者宛てに送付されるが、中学校選択案

内は小学校内で配布されることも想定されるため、分類（例：学校順など）

できる機能が有効である。 

指定変更許可区域該当通知書対象者名簿、指定変更許可区域該当通知書対

象者名簿兼入学希望学校調査票については、学校選択制案内書、学校選択制

案内書発送者一覧及び学校選択制調査書にて代用可能と想定されるため、実

装しない機能とした。 

なお、学校選択制度がない市町村においては利用の必要はない。 

 

5.1.3 健康診断通知書・健康診断票 

（Ｎｏ．１４０、１４１、１４３、１４４、２２５） 

【実装すべき機能】 

新入学児童を対象にして学校を抽出条件に指定して健康診断通知書、健康

診断票、健康診断予備調査票が一括出力できること。就学時健康診断の実施

日・受付時間・受診場所を任意に設定でき、健康診断通知書発送者一覧も一

括出力できること。また、出力順は、出力項目をパターン化し、出力順パタ
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ーンの中から選択できること。 

学校を抽出条件に指定して健康診断結果通知書、健康診断結果通知書発送

者一覧の一括出力ができること。また、出力順は、出力項目をパターン化し、

出力順パターンの中から選択できること。 

対象者を指定した個別発行が可能であること。 

 

【実装しない機能】 

健康診断と同時に実施される講座などへの参加有無などの印字ができる

こと。 

健康診断受診予定校及び、実際に受診する学校の記録が可能なこと。 

健康診断票発送者一覧が出力できること。 

健康診断予備調査票発送者一覧が出力できること。 

 

【考え方・理由】 

学校保健安全法第 11 条において、「学校に就学させるべき者で、当該市町

村の区域内に住所を有するものの就学に当たつて、その健康診断を行わなけ

ればならない。」とされているものである。 

健康診断実施当日の講座などへの参加有無の記載については、市町村ごと

の独自性が高いこと、受診予定校と受診校は管理項目ではないため、実装し

ない機能とした。 

健康診断票発送者一覧、健康診断予備調査票発送者一覧については、健康

診断通知書発送者一覧と同じタイミングで出力すると想定されるため、実装

しない機能とした。 

また、「新年度の健康診断データを作成するため、現小学校別に入学予定

の中学校を記載しているリストを出力できること。」は、ＥＵＣ機能で代用

することとした。 

 

5.1.4 入学通知書 

（Ｎｏ．１４６、１４７、１４８，１４９、２２５） 

【実装すべき機能】 

入学が決定した内容で保護者向けの入学通知書及び入学通知書発送者一

覧の一括出力ができること。また、学校を抽出条件に設定でき、小学校と中

学校で別々に出力できること。また、出力順は、出力項目をパターン化し、

出力順パターンの中から選択できること。 
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対象者を指定した個別発行が可能であること。 

 

【考え方・理由】 

学校教育法施行令第 5 条第 1 項において、「保護者に対し、翌学年の初め

から二月前までに、小学校、中学校又は義務教育学校の入学期日を通知しな

ければならない。」とされているものである。 

ただし、国・私立学校への就学確定者や就学義務猶予免除中及び特別支援

学校就学対象者など発送が不要な通知書は出力制御が必要である。 

また、「新入学児童生徒の情報を電子媒体への取り出す機能があること。」

は、ＥＵＣ機能で代用することとした。 

 

5.1.5 就学校変更満了通知書 

（Ｎｏ．２２５） 

【実装すべき機能】 

就学校変更の許可期間が満了した児童生徒に対して、就学校変更満了通知

書が一括出力できること。また、出力順は、出力項目をパターン化し、出力

順パターンの中から選択できること。 

就学校変更満了通知書発送者一覧が一括出力できること。 

対象者を指定した個別発行が可能であること。 

 

【考え方・理由】 

学校教育法施行令第 8 条において、「保護者の申立てにより、その指定し

た小学校、中学校又は義務教育学校を変更することができる。」と定められ

ており、その許可期間が満了した場合や承認が取り消された場合は、当該学

齢児童生徒の住所の存する教育委員会が指定する学校に就学させる旨を通

知する必要がある。 

 

5.1.6 区域外就学満了通知書 

（Ｎｏ．２２５） 

【実装すべき機能】 

区域外就学の許可期間が満了した児童生徒に対して、区域外就学満了通知

書が一括出力できること。また、出力順は、出力項目をパターン化し、出力

順パターンの中から選択できること。 

区域外就学満了通知書発送者一覧が出力できること。 
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対象者を指定した個別発行が可能であること。 

 

【考え方・理由】 

学校教育法施行令第 9 条において承諾を受けた学齢児童生徒は、その許可

期間が満了した場合や承諾が取り消された場合は、当該学齢児童生徒の住所

の存する教育委員会が指定する学校に就学させる旨を通知する必要がある。 
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5.2 名簿出力 
5.2.1 学齢簿 

（Ｎｏ．１２６、１２７、１２８、１２９、１３０） 

【実装すべき機能】 

学校や学年を抽出条件に指定して学齢簿が一括出力できること。また、出

力順は、出力項目をパターン化し、出力順パターンの中から選択できること。

併せて、卒業年月日を条件に指定することで、特定年度の卒業者の学齢簿も

一括出力が可能であること。 

異動日範囲や処理日範囲を抽出条件に指定して、異動分の一括出力ができ

ること。 

学区別児童生徒一覧・外国籍児童一覧、外国籍生徒一覧により庁内連絡用

の学齢簿情報が出力できること。 

対象者を指定した個別発行が可能であること。 

 

【考え方・理由】 

学校教育法施行令第 2 条において、「毎学年の初めから五月前までに、文

部科学省令で定める日現在において、当該市町村に住所を有する者で前学年

の初めから終わりまでの間に満六歳に達する者について、あらかじめ、前条

第一項の学齢簿を作成しなければならない。」とされているものである。 

また、通常は電子データで管理し、卒業時に一括出力する運用もあったた

め、卒業日範囲の条件などにより出力できることも必要である。 
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5.3 学齢簿情報出力 
5.3.1 学齢簿情報 

（Ｎｏ．７２） 

【実装すべき機能】 

学齢簿情報を XLSX 形式又は CSV 形式により出力できること。（EUC 機

能でも可） 

 

【考え方・理由】 

庁内連携用として学齢簿に登載された情報を一覧として出力する必要が

あるため。また、ヒアリング調査により他業務（例：就学援助、校務支援、

給食費管理等）で学齢簿データを使用しているとの回答により必要性を認め、

実装すべき機能とした。 
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5.4 成人式案内出力 
5.4.1 成人式案内 

（Ｎｏ．２２５） 

【実装してもしなくても良い機能】 

生年月日を抽出条件に指定して成人式案内の一括出力ができること。また、

出力順は、出力項目をパターン化し、出力順パターンの中から選択できるこ

と。 

成人式案内送付一覧の一括出力ができること。 

対象者を指定した個別発行が可能であること。 

 

【考え方・理由】 

ヒアリング調査により学齢簿データを使用して運用しているとの回答が

多数あったが、市町村の独自性が高いため、実装してもしなくても良い機能

とした。 

また、有識者検討会では地方都市における成人式では案内だけでなく卒業

校を参照することがあり、卒業時の学齢簿情報が必要不可欠との意見もいた

だいた。 
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5.5 運動会案内出力 
5.5.1 運動会案内 

（Ｎｏ．２２５） 

【実装してもしなくても良い機能】 

生年月日を抽出条件に指定して運動会案内の一括出力ができること。また、

出力順は、出力項目をパターン化し、出力順パターンの中から選択できるこ

と。 

運動会案内送付一覧の一括出力ができること。 

対象者を指定した個別発行が可能であること。 

 

【考え方・理由】 

有識者検討会の議題により協議した結果、学齢簿データを使用して運用し

ている事例もあり、実装してもしなくても良い機能とした。 
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5.6 統計 

5.6.1 人口推計・集計表 

5.6.1.1 学区・地域別人口統計表 

（Ｎｏ．２３６、２５６） 

【実装すべき機能】 

学区・地域別人口統計表が作成できること。併せて、XLSX 形式又は CSV

形式により出力できること。（EUC 機能でも可） 

 

【実装してもしなくても良い機能】 

学区・地域別人口統計表の集計にあたり、時点を指定できること。 

 

【考え方・理由】 

人口分布を確認する必要があるため。様式は問わずＥＵＣ機能を利用した

集計表でも代用可能と判断する。 

統計資料に関しては、都道府県で実施される調査や市町村が独自で報告す

るものなど様々である。またベンダが準備している様式も統一性がないこと

から多くのカスタマイズが発生していたとの指摘があった。これを受けＥＵ

Ｃ機能によって様々な統計の要請に応えることができると考えられた。 

なお、地域別としているが、市町村によって地域の管理方法が相違するた

め地区別や住所別として集計できることを意味する。 

 

5.6.1.2 学区・学校・地域別集計表（小学校） 

（Ｎｏ．２５５） 

【実装すべき機能】 

学区・学校・地域別集計表（小学校）が作成できること。また、特別支援

学級児童は別途個別に計上できること。併せて XLSX 形式又は CSV 形式に

より出力できること。（EUC 機能でも可） 

 

【実装してもしなくても良い機能】 

学区・学校・地域別人口統計表（小学校）の集計にあたり、時点を指定で

きること。 



 

 

138 / 329 

 

【考え方・理由】 

学区別、学校別及び地域別の児童数を確認する必要がある。様式は問わず

ＥＵＣ機能を利用した集計表でも代用可能と判断する。 

統計資料に関しては、都道府県で実施される調査や市町村が独自で報告す

るものなど様々である。またベンダが準備している様式も統一性がないこと

から多くのカスタマイズが発生していたとの指摘があった。これを受けＥＵ

Ｃ機能によって様々な統計の要請に応えることができると考えられた。 

また、特別支援学級児童についても当該児童の把握と事務効率を図れるた

め個別に集計することが望ましい。 

なお、地域別としているが、市町村によって地域の管理方法が相違するた

め地区別や住所別として集計できることを意味する。 

 

5.6.1.3 学区・学校・地域別集計表（中学校） 

（Ｎｏ．２５５） 

【実装すべき機能】 

学区・学校・地域別集計表（中学校）が作成できること。また、特別支援

学級生徒は個別に別途計上できること。併せて XLSX 形式又は CSV 形式に

より出力できること。（EUC 機能でも可） 

 

【実装してもしなくても良い機能】 

学区・学校・地域別人口統計表（中学校）の集計にあたり、時点を指定で

きること。 

 

【考え方・理由】 

学区別、学校別及び地域別の生徒数を確認する必要がある。様式は問わず

ＥＵＣ機能を利用した集計表でも代用可能と判断する。 

統計資料に関しては、都道府県で実施される調査や市町村が独自で報告す

るものなど様々である。またベンダが準備している様式も統一性がないこと

から多くのカスタマイズが発生していたとの指摘があった。これを受けＥＵ

Ｃ機能によって様々な統計の要請に応えることができると考えられた。 

また、特別支援学級児童についても当該児童の把握と事務効率を図れるた

め個別に集計することが望ましい。 

なお、地域別としているが、市町村によって地域の管理方法が相違するた
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め地区別や住所別として集計できることを意味する。 

 

5.6.1.4 教育人口等推計表 

 

【実装してもしなくても良い機能】 

学区・地域別に教育人口等推計表が作成できること。また、今後５年後ま

での将来年度ごとに推計表が作成できること。併せて XLSX 形式又は CSV

形式により出力できること。（EUC 機能でも可） 

教育人口等推計表の集計にあたり、時点を指定できること。 

 

【考え方・理由】 

人口分布や今後の推計を確認する必要があるため。様式は問わずＥＵＣ機

能を利用した集計表でも代用可能と判断する。 

統計資料に関しては、都道府県で実施される調査や市町村が独自で報告す

るものなど様々である。またベンダが準備している様式も統一性がないこと

から多くのカスタマイズが発生していたとの指摘があった。これを受けＥＵ

Ｃ機能によって様々な統計の要請に応えることができると考えられた。 

なお、地域別としているが、市町村によって地域の管理方法が相違するた

め地区別や住所別として集計できることを意味する。 
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5.7 支援対象・抑止対象 
5.7.1 支援対象者一覧 

 

【実装すべき機能】 

全件を対象するか、支援中のみを対象するかを抽出条件に指定して学校ご

とに支援対象者一覧が出力できること。また、出力順は、出力項目をパター

ン化し、出力順パターンの中から選択できること。 

 

【考え方・理由】 

支援対象者を保護するため、加害者等に対して誤って支援対象者に係る通

知書等を送付することを防止するなど慎重に行う必要があるため、支援対象

者であることを確認できる機能を設けることとしている。 

各種通知書を出力した際、支援対象者が含まれているかの把握を行うため。 

なお、有識者検討会では、ＤＶ加害者が市町村職員である可能性も考えら

れるため、安易に閲覧や出力できないように権限設定が必要との意見をいた

だいた。また、支援対象者が直接教育委員会に支援要請に来ることもあるた

め、就学事務システム(学齢簿編製等)内での個別管理の必要性もあるとの意

見をいただいた。 

 

5.7.2 抑止対象者一覧 

 

【実装すべき機能】 

全件を対象するか、抑止中のみを対象するかを抽出条件に指定して学校ご

とに抑止対象者一覧が出力できること。また、出力順は、出力項目をパター

ン化し、出力順パターンの中から選択できること。 

 

【考え方・理由】 

支援対象者に対する抑止、操作権限管理、その他の抑止を管理しているが、

抑止中の対象者の解除漏れがないように把握を行う上で必要であるため。 
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5.8 不就学 
5.8.1 日本人・外国人出入国記録照会 

 

【実装すべき機能】 

不就学である児童生徒を把握するため、生年月日範囲を抽出条件に指定し

て不就学者を抽出し、外国人出入国記録照会書を国籍別に一括出力ができる

こと。また、出力順は、出力項目をパターン化し、出力順パターンの中から

選択できること。 

外国人出入国記録照会書発送者一覧が一括出力できること。 

対象者を指定した個別発行が可能であること。 

 

【考え方・理由】 

文部科学省より令和２年７月１日「外国人の子供の就学促進及び就学状況

の把握等に関する指針の策定について」が通知され、外国籍を有する子供に

対する就学機会の提供を全国的に推進することが必要であるとされている

ところであり、不就学状態となっている外国籍を有する子供の就学漏れを無

くすことが示されている。また、日本語教育の推進に関する法律（令和元年

法律第 48 号）により策定された「日本語教育の推進に関する施策を総合的

かつ効果的に推進するための基本的な方針」（令和２年６月 23 日閣議決定）

に基づき、外国籍を有する子供の就学促進及び就学状況の把握等のために地

方公共団体が講ずべき事項について示されたため。 

出入国記録の照会に関しては、市町村教育委員会においては外国籍を有す

る子供の就学状況の把握に際し、住民登録が行われている住所への居住の状

況を確認するに当たっては、必要に応じて、東京出入国在留管理局に対する

在留外国人出入国記録の照会等の手段を活用とされている。日本語教育の推

進に関する法律（令和元年法律第 48 号）により策定された「日本語教育の

推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針」（令

和２年６月 23 日閣議決定）に基づき、外国籍を有する子供の就学促進及び

就学状況の把握等のために地方公共団体が講ずべき事項について示された

ため。 

出入国記録の照会に関しては、市町村教育委員会においては外国籍を有す

る子供の就学状況の把握に際し、住民登録が行われている住所への居住の状

況を確認するに当たっては、必要に応じて、東京出入国在留管理局に対する
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在留外国人出入国記録の照会等の手段を活用とされている。 

ヒアリング調査においてシステム化している市町村は存在しなかったが、

有識者検討会でも手作業によって照会書を使用して確認事務を行っている

との意見があった。都市部においては海外就学者も多数存在することが想定

されることもあり、実装すべき機能とした。 

なお、不就学の判断として、住民記録に登録されているが学齢簿に登載さ

れていない児童生徒や学齢簿には登載されているが入学手続きを行ってい

ない児童生徒を対象とする。 

 

5.8.2 外国籍児童への就学案内 

 

【実装すべき機能】 

不就学である外国籍を有する児童生徒向けに外国籍児童への就学案内の

出力ができること。また、通知内容は日本語のみならず外国語表記に対応で

き、いくつかの外国語パターンが用意できること。 

 

【考え方・理由】 

外国籍を有する子供の受入れ体制の整備及び就学後の教育の充実につい

ては、国際人権規約及び児童の権利に関する条約を踏まえ、各地方公共団体

において取組が進められてきたところである。外国籍を有する子供が就学の

機会を逸することのないよう広報・説明を行い、公立の小学校、中学校等へ

の入学も可能であることを案内する必要があり、その過程で市町村内の公立

学校へ就学するか否かの意思確認を行うため、実装すべき機能とした。 
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5.9 その他 
5.9.1 学区別児童生徒一覧 

（Ｎｏ．２２６、２２７、２２８） 

【実装すべき機能】 

学区、学校や学年を抽出条件に指定して学齢簿に登載された児童生徒を学

区別に一覧が出力できること。また、出力順は、出力項目をパターン化し、

出力順パターンの中から選択できること。併せて XLSX 形式又は CSV 形式

により出力できること。（EUC 機能でも可） 

 

【考え方・理由】 

市町村内関係部署とのやりとりや他市町村との連絡に使用するため。 

 

5.9.2 外国籍児童一覧 

（Ｎｏ．２３４、２３５） 

【実装すべき機能】 

学校や学年を抽出条件に指定して学齢簿に登載された外国籍児童一覧が

出力できること。また、出力順は、出力項目をパターン化し、出力順パター

ンの中から選択できること。併せて XLSX 形式又は CSV 形式により出力で

きること。（EUC 機能でも可） 

 

【考え方・理由】 

市町村内関係部署とのやりとりや他市町村との連絡に使用するため。 

 

5.9.3 外国籍生徒一覧 

（Ｎｏ．２３４、２３５） 

【実装すべき機能】 

学校や学年を抽出条件に指定して学齢簿に搭載された外国籍生徒一覧が

出力できること。また、出力順は、出力項目をパターン化し、出力順パター

ンの中から選択できること。併せて XLSX 形式又は CSV 形式により出力で

きること。（EUC 機能でも可） 

 

【考え方・理由】 
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市町村内関係部署とのやりとりや他市町村との連絡に使用するため。 

 

5.9.4 各種通知書発送者文字切れリスト 

（Ｎｏ．２８６） 

【実装すべき機能】 

システムから出力される通知書等の出力項目に文字溢れが発生した場合

は、文字の大きさを調整するなどして、文字超過とならないようすること。 

なお、文字数が多くやむをえず文字溢れが生じる場合や、未登録外字が含

まれる場合は、アラートを表示して注意喚起するとともに、各種通知書発送

者文字切れリストを出力して、文字溢れした情報を確認できるようにするこ

と。 

 

【考え方・理由】 

通知書に正しく印字されない文字溢れや未登録外字については、職員に注

意喚起し、手動で修正や確認等、個別に対応する必要がある。また、宛先の

文字切れにより誤った住所や世帯に郵送しないため発送前に確認する。 

 

  



 

 

145 / 329 

 

 

 

 

 

 

 

6 バッチ 
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6.1 バッチ処理 

（Ｎｏ．１６２、２４０、２４１、２４２、２４３、２４４） 

【実装すべき機能】 

バッチ処理の実行（起動）方法として、直接起動だけでなく、年月日及び

時分、毎日、毎週○曜日、毎月ＸＸ日、毎月末を指定した方法（スケジュー

ル管理による起動）が提供されること。スケジュール管理にソフトウェア製

品を利用する場合は名称、メーカー、バージョンなどについて、発注者から

の要求があった場合、提示すること。 

また、バッチ処理の実行時は、前回処理時に設定したパラメータが参照さ

れること。 

なお、前回設定のパラメータは、一部修正ができること。修正パラメータ

個所については、修正した旨が判別し易くなっていること。 

大量処理を行う場合でもオンライン処理に影響が出ないこと。 

全てのバッチ処理の実行結果（処理内容や処理結果、処理時間、処理端末

名称、正常又は異常の旨、異常終了した際は OS やミドルウェア等から出力

されるエラーコード等）が出力されること。また、異常終了した場合、注意

喚起ができること。 

 

【考え方・理由】 

  バッチ処理の実行方法には、直接起動方法のほか、ジョブスケジューラーか

ら実行される「同期実行」、イベント駆動型である「非同期実行」がある。 

  また、バッチ処理で異常が発生した場合はリカバリが必要となることから、

リカバリを効率化するための実行結果の出力は必須である。 

  製品によっては、システムにより Excel 形式で作成可能なものや、CSV だ

け作成し、あとはオペレーションで行うものもあるため、機能要件を合わせる

ために記載。 

  なお、ベンダは、構築環境等によらず提供製品についての情報を顧客である

市町村に開示、説明する義務があり、市町村側もミドルウェアの情報に限らず

把握しておく必要がある。 

修正パラメータ個所は判別しやすい必要があるが、アクセシビリティの観点

から、色での識別等の方法は規定しない。 
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7 共通 
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7.1 EUC 機能ほか 

（Ｎｏ．２３１、２３７、２３８、２３９、２５７、２５８、２５９、２６０、２６

２、２７２、２７３、２７４、２７５、２７６） 

【実装すべき機能】 

ＥＵＣ専用のデータソースが整備されていること。データソースは、学齢

簿の異動履歴や消除データを含む就学システム（学齢簿編製等）の全てのデ

ータを対象とすること。 

これらの機能等によって、データの抽出・分析・加工及びそれらの出力等

について、以下のとおり提供されること。 

 

【データソース】 

「中間標準レイアウト仕様（就学）」の「データ項目一覧表」に記載のあ

るデータ項目について、データソースとして参照できること。 

各データ項目については、「データ項目一覧表」における「データ項目名

称」として参照できること。 

また、各データ項目の「データ型」、「桁数」、「外字使用（外字使用の有

無）」、「コード」の仕様については、「データ項目一覧表」の記載内容（各

データ項目の仕様）に従うこと。 

「中間標準レイアウト仕様（就学）」の「データ項目一覧表」に記載のな

いデータ項目であっても、１（管理項目）において管理し、又は２（検索・

照会・操作）において検索・照会・操作できることとしている項目（例：

通知書の交付履歴）については、データソースとして参照できること。 

これらのデータソースは、物理的なＥＵＣ専用のデータソースまたは仮

想的なデータソース等として提供すること。 

 

【データ抽出・分析・加工】 

データソースに対しては、検索条件が指定できるとともに、当該条件に

よるデータの抽出ができること。また、一般的な演算子（+,=,>,!=,&,++,-

-他、各種演算を表わす記号・シンボル）及び一般的に流通している表計算

ソフトウェアやデータベースソフトウェアで用いられる一般的な関数を

用いたデータの抽出・分析・加工等ができること。また、大量抽出等した

場合であっても、オンライン処理に影響が出ないこと。 

なお、一般的な演算子や関数を用いる方式については、演算子等を直接

記述・指定するもののほか、特別の知識のない職員であってもデータの抽

出・分析・加工等ができるよう（設定項目を提示して選択や入力を促し）、
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対話的に処理を進める操作方式（ウィザード）も提供すること。 

抽出については、指定した条件に該当する者の学齢簿情報（児童生徒氏

名、児童生徒の現住所、就学校名、保護者氏名等）、該当者数いずれも対応

可能であること。 

 

【データ出力】 

抽出・分析・加工したデータに対して、XML 形式や CSV 形式として、

データの出力ができること。 

これらのデータ並びにリスト形式及び宛名形式での出力については、大

量処理の場合であっても、オンライン処理に影響が出ないこと。 

そして、特別の知識のない職員であってもデータ並びにリスト形式及び

宛名形式での出力に関わる操作ができるよう（設定項目を提示して選択や

入力を促し）、対話的に処理を進める操作方式（ウィザード）も提供するこ

と。 

なお、データ項目を出力する際は、「住民記録システム標準仕様書「30.2

（文字）」」に規定する要件に従うこと。 

 

【考え方・理由】 

ＥＵＣ機能については、「住民記録システム標準仕様書」に準拠する。 

 

就学事務システム(学齢簿編製等)自体に実装を求めるものはないが、操作

方式については、操作説明書（オペレーションマニュアルの類）によって別

途提供されることが必要である。その際、以下の帳票を作成することを操作

例として含めるよう留意すること。 

 

・新成人名簿 

・新一年生入学予定者名簿（小学校・中学校等） 

・就学前幼児名簿 

・未就学者一覧表 

・就学校変更満了者一覧表 

・区域外満了者一覧表 

・国立・私立入学者名簿 

・学区不明者名簿 

・卒業名簿 

・小学校卒業後転出した児童のリスト 
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・新入生集計表（小学校・中学校等） 

・外国籍児童生徒国別集計表 

・学校選択制集計表  

・国私立集計表 

・各小中学校区内世帯数の統計 

・送付先確認一覧表 

・備考一覧 

・メモ一覧 

・学区域シミュレーション用の基礎データ 

（学区を変更した場合の児童生徒数の変動を確認（シミュレート）するた

めの基礎データ） 

 

7.2 アクセスログ管理 

（Ｎｏ．２７８、２７９） 

【実装すべき機能】 

＜ログの取得＞ 

個人情報や機密情報の漏えいを防ぐために、システムの利用者及び管理者

に対して、以下のログを取得すること（IaaS 事業者がログについての責任を

負っている場合等、パッケージベンダ自体がログを提供できない場合は、

IaaS 事業者と協議する等により、何らかの形で本機能が市町村に提供される

ようにすること）。 

・ 操作ログ 

取得対象：①照会、②帳票発行、③異動入力（履歴追加）、④異動

入力（履歴修正）、⑤異動入力（履歴削除）、⑥バッチ処理

（帳票作成）、⑦バッチ処理（データ更新）、⑧画面ハード

コピー、⑨データ抽出（EUC）     

記録対象：操作者 ID、日時、ファイル名、端末名、オンラインの

場合は対象となったレコード（処理対象者等）・機能名・

画面名、バッチについては処理名、処理・交付場所 

 

・ 認証ログ 

ログイン及びログインのエラー回数等 

・ イベントログ 

就学事務システム（学齢簿編製等）内で起こった特定の現象・動作の記
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録。異常イベントやデータベースへのアクセス等のセキュリティに関わ

る情報 

・ 通信ログ 

Web サーバや Web アプリケーションサーバ、データベースサーバ等

との通信エラー等 

・ 印刷ログ 

印刷者 ID、印刷日時、対象ファイル名、印刷プリンタ（又は印刷端末

名）、タイトル、枚数、公印出力の有無、出力形式（プレビュー、印刷、

ファイル出力等）、通知書の場合には文書番号等の情報 

・ 設定変更ログ 

管理者による設定変更時の情報 

・ エラーログ 

就学事務システム（学齢簿編製等）上でエラーが発生した際の記録。管

理者による設定 変更時の情報 

 

取得したログは、市町村が定める期間保管するとともに、オンラインでの

検索・抽出・照会、EUC 機能を用いた後日分析が簡単にできること。 

なお、システム利用者や第三者によるログの改ざんがされないよう、書き

込み禁止等の改ざん防止措置がされること。 

 

＜ログの分析＞ 

システムの利用者及び管理者のログについては、以下の分析例の観点等か

ら分析・ファイル出力が作成できること（IaaS 事業者がログについての責任

を負っている場合等、パッケージベンダ自体がログを提供できない場合は、

IaaS 事業者と協議する等により、何らかの形で本機能が市町村に提供される

ようにすること）。 

[分析例] 

・深夜・休業日におけるアクセス一覧 

・ログイン失敗一覧 

・ID 別ログイン数一覧 

・大量検索実行一覧 

・宛名コード等から該当者の検索実行一覧 

 

【考え方・理由】 

ログの保管期間は、各市町村の開示請求の対応期間と同じであることが望
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ましい。ログの容量は大きくなるため、期間が長いほどディスク容量を占め

ることになる。 

 

保管期間を指定する理由を明示することによって、クラウド環境下等にお

いて長期的にログを残したい自治体に対する追加課金等の理由も明確にな

る。 

特に、特定個人情報に関わるログに関しては、内部監査及び外部監査（個

人情報保護委員会による監査等を含む。）にも対応できるよう、監査証跡と

しての役割も満たせることが必要である。（特定個人情報へのアクセスログ

については、安全管理措置でログの取得と定期的な分析・確認が義務づけら

れており、ログ取得機能を提供できないシステムは番号法違反となり、導入

できない。） 

 

なお、印刷ログについては、プリンタ名では印刷場所の特定が困難な場合

があるため、その場合は省略することも、印刷端末名をもって代えることも

可とすることとした。 

 

7.3 操作権限管理 

（Ｎｏ．２８０） 

【実装すべき機能】 

発注者のシステム操作権限ポリシーに基づき、システムの利用者及び管理

者に対して、個人単位で ID 及びパスワード、利用者名称、所属部署名称、

操作権限（異動処理や表示・閲覧等の権限）、利用範囲及び期間が管理でき

ること。 

職員のシステム利用権限管理ができ、利用者とパスワードを登録し利用権

限レベルが設定できること。 

ユーザ ID とパスワードにより認証ができ、パスワードは利用者による変

更、システム管理者による初期化ができること。認証に当たっては、シング

ル・サイン・オンが使用できること。 

アクセス権限の付与は、組織単位、利用者単位で設定できること。 

アクセス権限の設定はシステム管理者により設定できること。 

アクセス権限の付与も含めたユーザ情報の登録・変更・削除はスケジュー

ラ―に設定し、事前に準備ができること。 

また、事務分掌による利用者ごとの表示・閲覧項目及び実施処理の制御が
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できること。 

他の職員が学齢簿情報の入力・異動作業をしている間は、同一児童生徒の

情報について、閲覧以外の作業ができないよう、排他制御ができること。 

なお、操作権限管理については、操作権限一覧表での管理及びそれらに基

づく利用者別の各種制御ができること。 

例：7.1（EUC 機能他）、7.2（アクセスログ管理）7.3（操作権限管理）、 

7.4（操作権限設定）、2.2.6（支援対象者照会）、6.1（バッチ処理）の操作

権限は、それぞれ独立して制御ができること。 

操作権限はバッチ処理で一括メンテナンスできること。 

ID パスワードによる認証に加え、IC カードや静脈認証等の生体認証を用

いた二要素認証に対応すること。 

  複数回のアクセス（ログイン）の失敗に対して、就学事務システム（学齢

簿編製等）を強制的に終了させることができること。 

 

【実装しない機能】 

職位・職権単位でアクセス権限を設定できること。 

 

【考え方・理由】 

個人情報や機微情報を取り扱う就学事務システム（学齢簿編製等）では、

システムの利用者及び管理者の個人単位での操作権限の管理が必要である

とともに、なりすまし利用を防止するため二要素認証を利用可能とする。（グ

ループ利用や非常勤職員等が同一 ID を共用することは禁止） 

操作権限は、個々のシステムの利用者及び管理者を特定することが必要と

なるため、必ず、利用者個人を単位とした ID 及びパスワードを付与する。

なお、全ての操作権限は、個々の ID に紐づくことになる。 

アクセス権限を利用者単位で設定できれば、職位・職権単位でも設定でき

るため、独自の機能として職位・職権単位で設定できる機能は不要 

なお、人事異動の際のメンテナンスの負荷軽減を考慮し、操作権限はバッ

チ処理で一括メンテナンスできることとする（テキストデータを元にシステ

ムで一括更新可能など）。 

 

7.4 操作権限設定 

（Ｎｏ．２８１） 

【実装すべき機能】 
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システムの利用者及び管理者に対する個人単位での操作権限においては、

他課参照や異動・発行を含む全ての画面の項目を表示又は非表示に設定でき

ること。 

なお、指定都市においては必要に応じて自区の住民、消除者又は学齢簿情

報のみを検索対象又は出力対象とする等、制限に関する権限設定できること。 

 

【考え方・理由】 

住民基本台帳法の第１条において、「住民の居住関係の公証、選挙人名簿

の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所

に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を

図るため、住民に関する記録を正確かつ統一的に行う住民基本台帳の制度を

定め、もつて住民の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の

合理化に資することを目的とする。」とされており、住民票の記載事項を当

該市町村内の関係部署において適切に利用することについては、制度の趣旨

に合致したものとされている。 

一方で、住民票の記載事項には宛名コード等機微情報も含まれている。こ

れらの項目については、住民票の記載事項であるが、処理担当者によっては

必ずしも必要な情報ではないため、これらを利用することができるシステム

の利用者及び管理者といった権限者に応じて、個人単位で一定の操作権限設

定を行えることとする。 

 

7.5 ヘルプ機能 

（Ｎｏ．２８２） 

【実装すべき機能】 

システムの操作方法や運用方法等について、マニュアルを有していること。 

また、ヘルプ機能として、操作画面上から、当該画面の機能説明・操作方

法等が確認できるオンラインマニュアル（画面上に表示されるマニュアル類）

が提供されること。 

 

【実装しない機能】 

システムの操作方法や運用方法等について、冊子のマニュアルを有してい

ること。 

 

【考え方・理由】 
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市町村によっては冊子のマニュアルが使用されているが、オンラインマニ

ュアルで代替できるため、不要とする。 

オンラインマニュアルは、システムの操作中に、キーワード検索などによ

って、知りたい情報に容易にアクセスできる。 

オンラインマニュアルの一部として、Ｑ＆Ａ（よくある質問＆回答）集が

提供されることが望ましい。 

 

7.6 中間標準レイアウト仕様での出力 

 

【実装すべき機能】 

「中間標準レイアウト仕様（就学）」で定義された表形式（移行ファイル

構成表、移行ファイル関連図、データ項目一覧表、コード構成表、コード一

覧）、XML 形式又は CSV 形式（レイアウト仕様）に準拠したデータ抽出機

能が提供されること。また、中間標準レイアウト仕様以外で保有するデータ

がある場合は、同様に提供されること。 

なお、システム契約期間の終了時には、その時点での「中間標準レイアウ

ト仕様」で定義された表形式、XML 形式又は CSV 形式でデータ提供ができ

ること。 

 

【考え方・理由】 

総務省は、地方公共団体の業務システムにおける円滑なデータ移行の実現

を目指し、全国の地方公共団体がデータ移行時に共通的に利用できる「中間

標準レイアウト仕様」を作成した（「自治体クラウドにおける円滑なデータ

移行を可能とする中間標準レイアウト仕様の作成に係る調査業務」）。 

※ 業務システムの契約満了時に中間標準レイアウト仕様を利用したデー

タ提供を定着させれば、データ移行時の費用低減が図れる。 

また、「電子自治体の取組みを加速するための 10 の指針（総務省）」では、

指針６において、「システム間のデータ移行における多額の費用発生等、自

治体クラウド導入の阻害・ベンダロックインの原因」を解消する方策として、

中間標準レイアウト仕様の利活用を示している。 

 

これらのことから、標準システムには「中間標準レイアウト仕様」対応が

必須といえる。 

また、「中間標準レイアウト仕様利活用ガイド 2019 年度版（J-LIS）」に
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おける「４章 中間標準レイアウト仕様の活用案」において「EUC ツール

の共用」や「オープンデータ対応の促進」とあるように、EUC 等の参照元デ

ータとしての活用の効果は高いため、データ移行時以外での利活用も望まれ

る。ただし、中間標準レイアウト仕様はそのままではシステム移行に対応す

るためには履歴管理等、項目が不足しているため、今後は中間標準レイアウ

ト仕様をベンダ変更にも対応できる精度のものにしていく必要がある。 

 

なお、システム移行時には、システム移行時点での最新の中間標準レイア

ウト仕様に対応できることが必須となる。 

 

7.7 印刷 

（Ｎｏ．２８３、２８７、２８８） 

【実装すべき機能】 

通知書を発行する際にプリンタやトレー（ホッパ）の指定ができること。 

出力部数を設定できること。 

帳票発行時にプレビュー機能を保有すること。 

帳票発行時に PDF か紙出力が指定でき、プリンタが指定できること。な

お、デフォルトで PDF か紙出力かを設定できることとしても可能とする。 

就学事務システム（学齢簿編製等）内部でアクセスログの取得が可能な形

で、表示画面のハードコピー機能及びハードコピーの印刷機能を有すること。 

氏名や住所等の印刷域桁数を超過したものについては、帳票発行時に超過

内容を記載したリストを出力できること。 

 

【実装してもしなくても良い機能】 

アクセスログが取得できない OS 独自の印刷ができること。 

学齢簿の全児童生徒分印刷を行うため、高速印刷が行えるよう連帳プリン

タで印刷できること。 

 

【考え方・理由】 

就学事務システム（学齢簿編製等）以外のシステムへのコピーや貼付けの

ために使用している画面ハードコピー機能については、情報セキュリティ確

保の観点から問題があるが、外字等を入力するために当該機能を多用してい

る市町村もあるため、アクセスログが取得可能な形で実装すべき機能に盛り

込むこととした。 
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7.8 文書番号及び発行年月日 

（Ｎｏ．２８４） 

【実装すべき機能】 

文書番号及び発行年月日を通知書に記載できること。 

 

【考え方・理由】 

通知書には、文書番号及び発行年月日が必要であり、各通知書を発行する

ごとに発番が必要であるため。発番方法は市町村によって独自性があるため

自動発番の制御までは標準機能に組込まないこととした。 

 

7.9 公印・職名の印字 

（Ｎｏ．２８５） 

【実装すべき機能】 

システムから出力される公印印字に対応する通知書等には、通知書ごとに、

教育長又は職務代理者の職名・氏名、公印印字の有無及び公印の種類（教育

長又は職務代理者の印）が選択できること。また、教育長又は職務代理者、

代表者の職名を印字する場合は、指定都市・特別区の場合も含め、都道府県

名を印字すること。 

なお、公印は電子公印に対応し、種類（教育長又は職務代理者の印）が選

択できること。また、「公印省略」「この印は黒色です」等の任意の固定文言

が印字できること。 

なお、電子公印は最大 25ｍｍ角の黒色とすること。 

また、他部門で通知書を発行する場合、他部門の認証者肩書、認証者名、

公印も設定できるよう考慮すること。 

 

【考え方・理由】 

各市町村では文書管理規程等により、公文書には公印を押印することが定

められているため。 

現在の就学事務システム(学齢簿編製等)では、電子印が一般的であり、そ

のイメージを管理する機能が必要。 

法的には公印の押印は必ずしも必要ないが、各市町村の文書管理規程等に

より義務付けられているもの(公印及び契印の押印)。 
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7.10 文字溢れ対応 

（Ｎｏ．２８６） 

【実装すべき機能】 

システムから出力される保護者宛て通知書等の出力項目に文字溢れが発

生した場合は、文字の大きさを調整するなどして、文字超過とならないよう

すること。 

なお、文字数が多くやむをえず文字溢れが生じる場合や、未登録外字が含

まれる場合は、アラートを表示して注意喚起するとともに、文字超過リスト

を出力して、文字溢れした情報を確認できるようにすること。ただし、出力

時に文字溢れしている旨のアラートを表示し、パラメータ設定によって、該

当項目を限界まで出力させるか空白で出力するか選択できること。 

 

【考え方・理由】 

通知書に正しく印字されない文字溢れや未登録外字については、職員に注

意喚起し、手動で修正や確認等、個別に対応する必要がある。また、宛先の

文字切れにより誤った住所や世帯に郵送しないため発送前に確認する必要

がある。 
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8 エラー・アラート項目 
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8.1 エラー・アラート項目 

（Ｎｏ．２９３、２９４、２９５） 

【実装すべき機能】 

論理的に成立し得ない入力その他の抑止すべき入力等は、エラー（※）と

して抑止すること。エラーは、当該内容で登録することを抑止することが目

的であり、その実装方法として、エラーメッセージを表示し、次の画面に進

めないようにすることも、エラーメッセージの表示によらず、そもそも入力

不可とすることで対応することも差し支えない。 

論理的には成立するが特に注意を要する入力等は、アラート（※）として

注意喚起すること。 

画面から入力する時に必須入力項目は明示的であること。 

 

※エラー：論理的に成立し得ない入力その他の抑止すべき入力等について、

抑止すべき原因が解消されるまで、当該入力等を確定できないもの 

※アラート：論理的には成立するが特に注意を要する入力等について、注

意喚起の表示を経た上で、当該入力等を確定できるもの 

 

エラー・アラートとする場合は、原因となったエラー・アラート項目と理

由・対応方法を入力者に適切に伝えること。 

 

【考え方・理由】 

標準化に当たっては、論理的に成立し得ない入力その他の抑止すべき入力

等を抑止するためのものをエラー、論理的には成立するが特に注意を要する

入力等に注意喚起するものをアラートとし、その両方について、抑止・注意

喚起すべき場面を整理して、標準仕様書に盛り込む。ただし、具体的なエラ

ーメッセージの文言やそれを表示する場面等、エラー・アラートをシステム

入力者等に伝える方法については、画面遷移の体系や入力確認の方法等によ

っても異なるため、標準仕様として規定しない。 

 

 

  


